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中国国家知識産権局の2024年度活動総括

中国国家知識産権局による書類様式の改正

「一帯一路」特許早期審査パイロットプロジェクト
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7
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版）」の内容紹介と解説
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国際商標協会（INTA）2025年年次総会 に参加

当所がLinkedIn（リンクトイン）のアカウントを開設

王珍珍氏 趙岩氏 郭春曦氏のパートナーへの

2 当社ニュース

王珍珍氏、趙岩氏、郭春曦氏のパ トナ への

昇進おめでとうございます



業界 観察

中国国家知識産権局の2024
年度活動総括

2 0 2 5 年 1 月 1 5 日 に 行 わ れ た 国 務 院 記 者

会 見 に お い て 、 国 家 知 識 産 権 局 は 、 2 0 2 4 年

度 の 知 的 財 産 保 護 活 動 の 成 果 を 発 表 し た 。

1 . 特 許 関 連

発 明 特 許 権 の 年 間 付 与 件 数 は 前 年 比

1 3 . 5 % 増 の 1 0 4 . 5 万 件 で あ っ て 、 特 許 の 再

審 査 と 無 効 審 判 の 件 数 は 6 . 7 万 件 で あ っ た 。

発 明 特 許 の 審 査 期 間 は 1 5 . 5 か 月 に 短 縮 さ

れ 、 審 査 の 正 確 率 は 9 5 . 2 % に 向 上 し た 。 7 . 5

万 件 の P C T 国 際 特 許 出 願 を 受 理 し 、 中 国 の

出 願 人 が ハ ー グ 協 定 を 活 用 し た 国 際 意 匠 出

願 の 件 数 は 前 年 比 2 9 . 5 % 増 の 4 8 6 8 件 で 世

界 1 位 に 躍 進 し た 。 2 0 2 4 年 末 時 点 で 、 中 国

国 内 の 有 効 な 発 明 特 許 件 数 は 4 7 5 . 6 万 件 に

達 し 、 世 界 で 初 め て 4 0 0 万 件 を 突 破 し た 国 と

な っ たな っ た 。

2 . 商 標 関 連

商 標 の 年 間 登 録 件 数 は 前 年 比 9 . 1 % 増 の

4 7 8 . 1 万 件 で あ っ た 。 商 標 審 査 件 数 は 3 8 . 3

万 件 、 異 議 申 立 処 理 件 数 は 1 0 . 3 万 件 で あ っ

た 。 商 標 登 録 の 平 均 審 査 期 間 は 4 か 月 で 安

定 し て い た 。 中 国 の 出 願 人 が マ ド リ ッ ド 制 度定 し て い た 。 中 国 の 出 願 人 が マ ド リ ッ ド 制 度

を 活 用 し た 国 際 商 標 登 録 出 願 の 件 数 は 、 前

年 比 1 3 . 6 % 増 の 7 0 3 9 件 で あ っ た 。 2 0 2 4 年

末 時 点 で 、 中 国 国 内 の 有 効 な 商 標 登 録 件 数

は 4 7 6 2 万 件 で あ っ た 。

3 .地 理 的 表 示 関 連

年 間 を 通 じ て 、 地 理 的 表 示 製 品 を 3 6 件 認年 間 を 通 、 地 的 表 示 製 品 を 件 認

定 し 、 地 理 的 表 示 を 地 域 団 体 商 標 ま た は 証

明 商 標 と し て 登 録 し た 案 件 を 1 2 5 件 承 認 し 、

地 理 的 表 示 の 専 用 標 識 を 使 用 す る 事 業 体 を
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を 8 6 8 0 社 承 認 し た 。 2 0 2 4 年 末 時 点 で 、 中 国

で 累 計 認 定 さ れ た 地 理 的 表 示 製 品 は 2 5 4 4

件 、 地 理 的 表 示 を 地 域 団 体 商 標 ま た は 証 明

商 標 と し て 登 録 し た 件 数 は 7 4 0 2 件 、 地 理 的

表 示 の 専 用 標 識 を 使 用 す る 事 業 体 の 総 数

は 約 3 . 3 万 社 に 達 し 、 地 理 的 表 示 製 品 の 直は 約 3 . 3 万 社 に 達 し 、 地 理 的 表 示 製 品 の 直

接 生 産 高 は 9 6 0 0 億 人 民 元 を 超 え 、 多 年 に

わ た り 安 定 し た 成 長 を 続 け て い る 。

4 . 集 積 回 路 配 置 図 設 計 関 連

年 間 を 通 じ て 、 集 積 回 路 配 置 図 設 計 登 録

証 を 1 . 1 万 件 発 行 し た 。 2 0 2 4 年 末 時 点 で 、

中 国 に お け る 集 積 回 路 配 置 図 設 計 登 録 証

の 累 計 発 行 件 数 は 8 . 3 万 件 に 達 し た 。

5 . 知 的 財 産 権 保 護 関 連

年 間 を 通 じ て 、 知 的 財 産 行 政 シ ス テ ム 全

体 で 7 . 2 万 件 の 特 許 権 侵 害 紛 争 行 政 事 件 を

処 理 し 、 知 的 財 産 権 紛 争 調 停 機 関 で の 1 4 万

件 近 く の 調 停 案 件 の 受 理 を 指 導 し た 。

6 . 知 的 財 産 権 運 用 関 連

年 間 を 通 じ て 、 特 許 権 の 譲 渡 ・ 使 用 許 諾 の 届

け 出 件 数 は 前 年 比 2 9 . 9 % 増 の 6 1 . 3 万 件 で あ っ

た 。 そ の う ち 、 大 学 や 研 究 機 関 に よ る 特 許 権 の

譲 渡 ・ 使 用 許 諾 の 届 け 出 回 数 は 前 年 比 3 9 . 1 % 増

の 7 . 6 万 件 で あ っ た 。 1 月 か ら 1 1 月 ま で の 全 国 の

知 的 財 産 権 使 用 料 の 輸 出 入 総 額 は 前 年 比 6 . 6 %

増 の 3 5 6 4 . 1 億 人 民 元 で あ っ た 。 中 国 の 特 許 集

約 型 産 業 の 付 加 価 値 額 は 、 2 0 2 3 年 に 1 6 . 8 7 兆

人 民 元 に 達 し 、 G D P に 占 め る 割 合 は 1 3 . 0 4 % に

上 昇 し た 。

上 記 の デ ー タ は 、 社 会 の 革 新 と 創 造 の 活 力 が

持 続 的 に 発 展 し 企 業 の 革 新 主 体 と し て の 地 位持 続 的 に 発 展 し 、 企 業 の 革 新 主 体 と し て の 地 位

が ま す ま す 強 ま り 、 知 的 財 産 権 の 海 外 出 願 が よ

り 活 発 に な っ て い る 状 況 を 反 映 し て い る 。

出 典 ： 国 務 院 新 聞 弁 公 室 ウ ェ ブ サ イ ト
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業界 観察

中国国家知識産権局による
書類様式の改正

中 国 国 家 知 識 産 権 局 が 2 0 2 4 年 1 1 月 2 8 日

に 発 表 し た 通 知 に よ る と 、 2 0 2 5 年 1 月 1 0 日

以 降 以 下 の 書 類 様 式 が 改 正 さ れ る以 降 、 以 下 の 書 類 様 式 が 改 正 さ れ る 。

1 . 紙 媒 体 で 特 許 業 務 を 処 理 す る 際 に 使 用 す

る 請 求 類 の 書 類

「 発 明 専 利 請 求 書 」 、 「 実 用 新 案 専 利 請 求

書 」 、 「 意 匠 専 利 請 求 書 」 、 「 国 際 出 願 の 中

国 国 家 段 階 へ の 移 行 声 明 （ 発 明 ） 」 、 「 国 際

出 願 の 中 国 国 家 段 階 へ の 移 行 声 明 （ 実 用 新出 願 の 中 国 国 家 段 階 へ の 移 行 声 明 （ 実 用 新

案 ） 」 、 「 復 審 請 求 書 」 、 「 専 利 権 無 効 宣 告 請

求 書 」 の 7 つ の 様 式 が 改 訂 さ れ 、 そ の 「 注 意

事 項 」 の 項 目 に お い て 、 「 反 対 の 声 明 が な い

限 り 、 中 国 本 土 で 特 許 業 務 に 関 す る 法 律 文

書 を 受 領 す る 責 任 者 と そ の 住 所 は 、 後 続 の

行 政 訴 訟 手 続 き に も 適 用 さ れ る 」 と の 記 述

が 追 加 さ れ 、 こ れ は 、 特 許 授 権 ・ 権 利 確 認

の 行 政 手 続 き に お け る 送 達 の 受 領 権 限 が 訴

訟 手 続 き ま で に 及 ぶ よ う 推 進 し 、 行 政 訴 訟

に お い て 外 国 当 事 者 へ の 送 達 が 困 難 で あ る

と い う 問 題 を 解 決 す る こ と を 目 的 と し て い る 。

2 . 電 子 形 式 で 特 許 業 務 を 処 理 す る 際 に 使 用

す 請 求 類 書 類す る 請 求 類 の 書 類

「 意 見 陳 述 書 」 な ど 5 つ の 様 式 が 改 訂 さ れ 、

そ の う ち 、 「 意 見 陳 述 書 」 に は 、 第 3 欄 「 実 験

デ ー タ の 補 足 提 出 に つ い て 」 が 追 加 さ れ 、 こ

れ は 、 出 願 人 が 「 特 許 審 査 指 南 」 第 2 部 第 1 0

章 第 3 . 5 節 の 規 定 に 従 っ て 、 実 験 デ ー タ を 補

足 提 出 す る 際 に チ ェ ッ ク を 入 れ る た め の 欄足 提 出 す る 際 に チ ェ ッ ク を 入 れ る た め の 欄

で あ る 。

出 典 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局
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「 一 帯 一 路 」 特 許 早 期 審 査 パ
イロットプロジェクトが始動

第 3 回 「 一 帯 一 路 」 知 的 財 産 権 ハ イ レ ベ ル

会 議 の 成 果 を 実 現 す る た め に 、 2 0 2 5 年 1 月

2 0 日 か ら 2 0 2 年 1 月 1 9 日 ま で の 2 年 間2 0 日 か ら 2 0 2 7 年 1 月 1 9 日 ま で の 2 年 間 、

「 一 帯 一 路 」 特 許 早 期 審 査 パ イ ロ ッ ト プ ロ

ジ ェ ク ト が 実 施 さ れ る 予 定 で あ る 。 こ の プ ロ

ジ ェ ク ト で 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局 が 受 理 す

る 早 期 審 査 請 求 の 総 数 は 年 間 1 0 0 0 件 に 制

限 さ れ 、 各 参 加 国 が 参 与 す る 早 期 審 査 請 求

の 数 は 年 間 1 0 0 件 に 制 限 さ れ る 。 パ イ ロ ッ トの 数 は 年 間 件 に 制 限 さ れ る 。 イ ッ ト

プ ロ ジ ェ ク ト の 終 了 後 、 さ ら な る 実 施 期 間 の

延 長 の 可 能 性 が 検 討 さ れ る 予 定 で あ る 。

『 「 一 帯 一 路 」 特 許 早 期 審 査 パ イ ロ ッ ト プ

ロ ジ ェ ク ト に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 』

（ h t t p s : / / w w w . c n i p a . g o v . c n / a r t / 2 0 2 5 / 1 / 1

7 / a r t _ 3 4 7 9 _ 1 9 7 2 0 6 . h t m l ） に よ る と 、 「 一 帯

一 路 」 参 加 国 に よ り 第 一 国 出 願 局 と し て 、 特

許 出 願 の 少 な く と も 一 つ の 請 求 項 に 特 許 性

/ 権 利 付 与 可 能 性 が あ る と 判 断 し た 場 合 、 出

願 人 は 、 当 該 特 許 出 願 に 対 応 す る 中 国 特 許

出 願 に つ い て 、 C N I P A に 早 期 審 査 を 請 求 す

る こ と が で き 。 要 件 を 満 た す 場 合 、 C N I P A

は 早 期 審 査 を 行 うは 早 期 審 査 を 行 う 。

『 中 国 国 家 知 識 産 権 局 と ト ル コ 特 許 商 標

庁 に よ る 、 「 一 帯 一 路 」 特 許 早 期 審 査 パ イ

ロ ッ ト プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る 協 力 意 向 書 』 に よ

る と 、 ト ル コ は 最 初 の 参 加 国 と し て こ の プ ロ

ジ ェ ク ト に 参 加 す る 。 今 後 、 出 願 人 が 「 一 帯

一 路 」 参 加 国 で 特 許 を 出 願 し や す い よ う に 、

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、 特 許 審 査 分 野 で よ

り 多 く の 「 一 帯 一 路 」 参 加 国 の 特 許 審 査 機 関

と 協 力 を 深 め て い く 考 え で あ る 。

出 典 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局
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業界 観察

中国国家知識産権局、「特許
紛 争 の 行 政 裁 定 お よ び 調 停
弁法」を採択

国 家 知 識 産 権 局 令 第 8 1 号 に よ り 、 「 特 許

紛 争 の 行 政 裁 定 お よ び 調 停 弁 法 」 （ 以 下 「 弁紛 争 の 行 政 裁 定 お よ び 調 停 弁 法 」 （ 以 下 弁

法 」 ） が 2 0 2 4 年 1 2 月 1 3 日 に 採 択 さ れ 、 2 0 2 5

年 2 月 1 日 に 施 行 さ れ た 。

「 弁 法 」 は 、 総 則 、 行 政 裁 定 、 行 政 調 停 、

法 的 責 任 、 附 則 の 5 つ の 章 に 分 け ら れ 、 合

計 8 5 条 が 規 定 さ れ て い る 。 そ の 中 で 、 特 に

注 目 す べ き 条 項 は 以 下 の 通 り で あ る 。

1 . 中 国 本 土 以 外 の 身 分 証 明 と 証 拠 に つ い て

（ 第 1 8 条 と 第 4 6 条 ）

「 弁 法 」 で は 、 香 港 ・ マ カ オ 居 住 者 が 所 持

す る 内 地 往 来 通 行 証 、 お よ び 台 湾 居 住 者 が

所 持 す る 大 陸 往 来 通 行 証 が 、 行 政 裁 定 、 行

政 調 停 、 口 頭 審 理 の 傍 聴 に 参 加 す る 際 の 身

分 証 明 と し て 使 用 で き る こ と が 追 加 さ れ こ分 証 明 と し て 使 用 で き る こ と が 追 加 さ れ 、 こ

れ は 司 法 実 務 に 沿 っ た も の で あ る 。 「 弁 法 」

は 、 外 国 人 の 有 効 な 身 分 証 明 に 関 す る 規 定

を 改 善 し 、 「 中 国 で 永 住 資 格 を 取 得 し た 外 国

人 に 対 し て は 、 そ の 外 国 人 が 所 持 す る 外 国

人 永 住 許 可 証 を 有 効 な 身 分 証 明 と す る 」 こ と

を 明 確 に し て い る 。 「 弁 法 」 は 、 行 政 裁 定 お

よ び 行 政 調 停 の 公 平 性 と 効 率 性 を 確 保 す る

た め に 、 「 外 国 公 文 書 の 認 証 を 不 要 と す る

条 約 」 に 基 づ き 、 「 中 華 人 民 共 和 国 が 締 結 し

た 関 連 条 約 に 認 証 の 手 続 き に 関 す る 他 の 規

定 が あ る 場 合 、 当 該 規 定 を 適 用 す る 」 こ と を

明 確 に し て い る 。

2 標 準 必 須 特 許 に 関 す る 特 別 規 定 に つ い て2 . 標 準 必 須 特 許 に 関 す る 特 別 規 定 に つ い て

（ 第 3 0 条 ）

弁 法 」 第 3 0 条 は 、 特 許 侵 害 紛 争 の 行 政 裁

定 案 件 の 終 結 に つ い て 規 定 し て い る が 、 標
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準 必 須 特 許 の 特 殊 性 お よ び 複 雑 性 を 考 慮 し 、

「 標 準 必 須 特 許 に 関 す る 紛 争 の 行 政 裁 定 お

よ び 行 政 調 停 が 本 弁 法 に 規 定 さ れ て い な い

場 合 、 他 の 法 令 、 行 政 法 規 、 部 門 規 則 ま た

は 関 連 す る 司 法 解 釈 を 適 用 す る こ と が で き

る 」 と も 規 定 し て い る 。る 」 と も 規 定 し て い る 。

3 . 分 割 出 願 に お け る 臨 時 保 護 期 間 の 申 請 に

つ い て （ 第 7 5 条 ）

「 弁 法 」 は 、 分 割 出 願 の 公 開 日 は 、 原 出 願

の 公 開 日 と 分 割 出 願 の 公 開 日 の い ず れ か

早 い 方 を 基 準 と す る と 規 定 し て い る 。 分 割 出

願 の 保 護 範 囲 、 補 正 に 関 す る 特 許 法 お よ び

実 施 細 則 の 関 連 規 定 に 基 づ き 、 分 割 出 願 の

補 正 は 、 親 出 願 に 記 載 さ れ た 範 囲 に 基 づ い

て 行 わ れ 、 す な わ ち 、 親 出 願 に 記 載 さ れ た

範 囲 を 超 え て は な ら ず 、 分 割 出 願 の 臨 時 保

護 期 間 の 起 算 日 を 前 倒 し し て 、 親 出 願 で カ

バ ー さ れ て い な い 保 護 範 囲 に 「 先 行 保 護 」 を

与 え る た め 権 利 者 の 権 利 お よ び 利 益 の 保与 え る た め 、 権 利 者 の 権 利 お よ び 利 益 の 保

護 に 有 利 で あ る 。

出 典 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

中 国 国 家 知 識 産 権 局 が 「 行
政復議規程」を改正

中 国 国 家 知 識 産 権 局 （ C N I P A ） は 、 2 0 2 4

年 1 月 1 日 に 施 行 さ れ た 「 行 政 復 議 法 」 に 対

応 す る た め 、 「 国 家 知 識 産 権 局 行 政 復 議 規

程 」 （ 以 下 「 規 程 」 ） を 改 正 し た 。 改 正 さ れ た

規 程 は 、 国 家 知 識 産 権 局 令 第 8 2 号 に よ り 、

2 0 2 4 年 1 2 月 3 0 日 に 公 布 さ れ 、 2 0 2 5 年 2 月 1

日 に 施 行 さ れ た日 に 施 行 さ れ た 。

「 規 程 」 は 5 章 4 4 条 か ら な り 、 主 な 改 正 点

は 以 下 の 通 り で あ る 。

1 . 行 政 復 議 の 受 理 対 象 の 種 類 と 前 置 範 囲 を
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明 確 化

「 規 程 」 は 、 受 理 の 範 囲 を さ ら に 拡 大 し 、 法

律 に 従 っ て 行 政 復 議 に 該 当 し な い 事 情 を 除

き 、 公 民 、 法 人 ま た は そ の 他 の 組 織 は 、 国

家 知 識 産 権 局 に よ る 行 政 行 為 が 自 身 の 合

法 的 な 権 利 お よ び 利 益 を 侵 害 し た と 考 え る法 的 な 権 利 お よ び 利 益 を 侵 害 し た と 考 え る

場 合 、 行 政 復 議 を 申 請 で き る と 規 定 し て い る 。

商 標 登 録 出 願 、 登 録 商 標 の 排 他 的 権 利 、 地

理 的 表 示 製 品 の 保 護 、 地 理 的 表 示 の 専 用

標 識 、 政 府 情 報 開 示 等 に 関 す る 案 件 が 行 政

復 議 に 該 当 す る こ と を 明 確 に し て い る 。 行 政

復 議 の 前 置 範 囲 を さ ら に 拡 大 し 、 国 家 知 識

産 権 局 に よ る 政 府 情 報 の 不 開 示 、 行 政 の 不

作 為 、 現 場 で 下 し た 行 政 処 分 な ど 3 種 類 の

案 件 に 納 得 で き な い 場 合 、 ま ず 行 政 復 議 を

申 請 し な け れ ば な ら な い と 明 確 に 規 定 し て

い る 。

2 . 行 政 復 議 の 受 理 お よ び 審 理 手 続 き を 最 適

化化

「 規 程 」 は 、 行 政 復 議 の 申 請 に 必 要 な 資 料

を 明 確 に し 、 特 定 の オ ン ラ イ ン チ ャ ン ネ ル を

通 じ て 申 請 で き る と 規 定 し て い る 。 出 願 人 お

よ び 第 三 者 が 行 政 復 議 に 参 加 す る 際 に 委 託

で き る 代 理 人 の 範 囲 を 拡 大 し 、 弁 護 士 お よ

び 基 層 法 律 サ ー ビ ス 従 事 者 が 代 理 人 と し て

活 動 で き る こ と を 明 確 に し て い る ほ か 、 弁 理

士 お よ び 商 標 代 理 人 が 出 願 人 に 代 わ っ て 行

政 復 議 に 参 加 で き る と 規 定 し て い る 。 国 家

知 識 産 権 局 は 、 行 政 復 議 申 請 書 を 受 領 し た

日 か ら 5 営 業 日 以 内 に 審 査 し 、 受 理 条 件 が

満 た さ れ て い る か ど う か を 判 断 で き な い 申

請 に 関 し て は 審 査 期 限 ま で に 書 面 で 申 請請 に 関 し て は 、 審 査 期 限 ま で に 書 面 で 申 請

者 に 通 知 し 、 補 正 す べ き 事 項 に つ い て 一 括

説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い と 明 確 に し て

て い る 。 行 政 復 議 申 請 書 に 記 載 す べ き 事 項
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を 規 定 し 、 申 請 者 に 明 確 な 指 針 を 与 え た 。

3 . 行 政 紛 争 を 解 決 し 、 法 律 に 従 っ た 行 政 を

監 督 す る と い う 行 政 復 議 の 役 割 を 強 化

「 規 程 」 は 、 通 常 手 続 案 件 と 簡 易 手 続 案 件

の 適 用 条 件 を 明 確 に し 、 通 常 手 続 案 件 で は 、

当 事 者 の 責 任 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 そ の当 事 者 の 責 任 に 帰 す き 事 由 に よ り 、 そ の

意 見 を 聴 取 で き な い 場 合 を 除 き 、 国 家 知 識

産 権 局 の 行 政 復 議 機 関 が 案 件 を 審 議 す る

際 に 当 事 者 の 意 見 を 聴 取 す べ き で あ る と 規

定 し て い る 。 当 事 者 の 自 ら の 意 思 お よ び 適

法 性 を 前 提 に 調 停 ・ 斡 旋 で き る と 規 定 し 、 調

停 調 書 の 作 成 、 内 容 お よ び 効 力 を 明 確 に し 、

調 停 ・ 斡 旋 を 行 政 紛 争 を 実 質 的 に 解 決 す る

重 要 な 手 段 と し て い る 。 違 法 ま た は 不 適 切

な 行 政 行 為 を 迅 速 に 是 正 す る た め の 変 更 、

取 消 、 法 律 違 反 の 確 認 、 無 効 の 確 認 な ど の

是 正 決 定 に つ い て 、 適 用 さ れ る 状 況 を 明 確

に し て い る 。 国 家 知 識 産 権 局 の 行 政 復 議 機

関 が 関 係 部 門 ま た は 単 位 の 関 連 行 政 行 為関 が 、 関 係 部 門 ま た は 単 位 の 関 連 行 政 行 為

が 違 法 ま た は 不 適 切 で あ る こ と を 発 見 し た

場 合 、 行 政 復 議 意 見 書 を 当 該 部 門 ま た は 単

位 に 発 行 し 、 そ の 行 政 行 為 に 対 す る 監 督 を

強 化 で き る と 規 定 し て い る 。

出 典 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局
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「人工知能関連発明の特許
出願ガイドライン（試行版）」
の内容紹介と解説

パ ー ト ナ ー 弁 護 士 ・ 弁 理 士 王 勇

人 工 知 能 （ A I ） 技 術 が 新 た な 技 術 革 新 と

産 業 変 革 の 重 要 な 原 動 力 と な り 、 A I 関 連 特

許 の 出 願 件 数 が 急 速 に 増 加 し て い る 。 こ の

点 に 関 し て 、 国 家 知 識 産 権 局 は 、 2 0 2 4 年 初

頭 に 新 た に 改 正 し た 審 査 基 準 の 第 2 部 第 9

章 に 、 第 6 節 「 ア ル ゴ リ ズ ム の 特 徴 ま た は ビ

ジ ネ ス ル ー ル お よ び 方 法 的 特 徴 を 含 む 発 明

特 許 出 願 の 審 査 に 関 す る 規 定 」 を 追 加 し特 許 出 願 の 審 査 に 関 す る 規 定 」 を 追 加 し 、

A I 、 イ ン タ ー ネ ッ ト + 、 ビ ッ グ デ ー タ や ブ ロ ッ

ク チ ェ ー ン に 関 わ る 発 明 特 許 出 願 の 審 査 の

特 殊 性 を 考 慮 し た 規 定 を 設 け た 。 し か し 、 特

許 出 願 お よ び 審 査 の 過 程 に お い て 、 審 査 官 、

発 明 者 お よ び 代 理 人 の 間 で は 、 こ れ ら の 規

定 を ど の よ う に 理 解 し 、 適 用 す る か に つ い て 、

依 然 と し て 一 定 の 相 違 が あ り 、 そ れ が 特 許

出 願 お よ び 審 査 の 質 と 効 率 に 影 響 を 及 ぼ し

て い る 。 出 願 人 が 現 行 の 特 許 審 査 の 方 針 を

よ り よ く 理 解 し 、 特 許 出 願 の 質 を 向 上 さ せ る

よ う 、 国 家 知 識 産 権 局 は 、 企 業 と 発 明 者 が

注 目 す る 共 通 の 法 的 問 題 に 対 し 、 2 0 2 4 年

月 「 人 知 能 関 連 発 明 特 許 出1 2 月 3 1 日 に 「 人 工 知 能 関 連 発 明 の 特 許 出

願 ガ イ ド ラ イ ン （ 試 行 版 ） 」 （ 以 下 「 ガ イ ド ラ イ

ン 」 と い う ） を 公 布 し た 。

以 下 で は 、 業 界 実 務 者 の 業 務 上 の 参 考 と

な る よ う 、 2 0 2 4 年 に 改 正 さ れ た 専 利 審 査 基

準 （ 以 下 「 審 査 基 準 」 と い う ） と 併 せ て 、 ガ イ

ド ラ イ ン を 紹 介 ・ 解 説 し て い くド ラ イ ン を 紹 介 解 説 し て い く 。

ガ イ ド ラ イ ン の 内 容 概 要

ガ イ ド ラ イ ン の 顕 著 な 特 徴 の 1 つ は 、 発 明

に お い て A I が 果 た す 「 役 割 」 の 違 い に よ り 関
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関 連 す る 特 許 出 願 を 大 き く 2 種 類 に 分 類 し て

い る こ と で あ る 。 第 1 種 は 、 A I 自 体 が 発 明 の

構 成 要 素 で あ る も の で あ り 、 第 2 種 は 、 A I が

発 明 の 作 成 に 関 与 す る か 、 ま た は A I が 単 独

で 発 明 を 生 成 す る も の で あ る 。

第 1 種 に つ い て は 出 願 の 保 護 対 象 の 性第 1 種 に つ い て は 、 出 願 の 保 護 対 象 の 性

質 に よ り 、 さ ら に 「 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ

デ ル 自 体 に 関 す る 特 許 出 願 」 と 「 A I ア ル ゴ リ

ズ ム ま た は モ デ ル に 基 づ く 機 能 ま た は 特 定

分 野 で の 適 用 に 関 す る 特 許 出 願 」 と い う 2 種

類 に 分 け ら れ る 。

第 2 種 に つ い て は 、 自 然 人 の 実 質 的 な 貢

献 の 有 無 に よ り 、 「 A I の 支 援 を 受 け た 発 明

に 関 す る 特 許 出 願 」 と 「 A I に よ っ て 生 成 さ れ

た 発 明 に 関 す る 特 許 出 願 」 に 分 け ら れ る 。 前

者 は 、 発 明 の 過 程 に お い て 、 A I の 支 援 を 受

け て 、 自 然 人 が 実 質 的 な 貢 献 を し た こ と を 指

す 。 後 者 は 、 人 間 の 実 質 的 な 貢 献 な し に 、

A が 単 独 で 発 明 を 生 み 出 し た と を 指 すA I が 単 独 で 発 明 を 生 み 出 し た こ と を 指 す 。

す な わ ち 、 ガ イ ド ラ イ ン は 、 一 般 的 な A I 関

連 特 許 出 願 を 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ

ル 自 体 に 関 す る 特 許 出 願 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム

ま た は モ デ ル に 基 づ く 機 能 ま た は 特 定 分 野

で の 適 用 に 関 す る 特 許 出 願 、 A I の 支 援 を 受

け た 発 明 に 関 す る 特 許 出 願 お よ び A I にけ た 発 明 に 関 す る 特 許 出 願 、 お よ び A I に

よ っ て 生 成 さ れ た 発 明 に 関 す る 特 許 出 願 の

4 種 類 に 分 類 し て い る 。

上 記 の 分 類 は 、 国 家 知 識 産 権 局 が A I 関 連

出 願 の 現 状 に 対 し て 、 発 明 に お け る A I の 役

割 と 合 わ せ て 策 定 し た 分 類 基 準 で あ り 、 基

本 的 に A I に 関 連 す る す べ て の 種 類 の 発 明 を

カ バ ー し て お り 、 以 前 の 法 律 お よ び 審 査 基

準 に は な か っ た も の で 、 A I 関 連 発 明 の 異 な

る 種 類 の 特 許 出 願 の 書 類 作 成 お よ び 審 査 に
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お い て 懸 念 さ れ る さ ま ざ ま な 問 題 に 対 応 す る た

上 記 の 分 類 に 基 づ き 、 ガ イ ド ラ イ ン は A I 分 野

括 的 に 整 理 し て い る 。 ① 発 明 者 適 格 性 。 す な わ

う か 。 ② 特 許 保 護 対 象 の 基 準 。 す な わ ち 、 A I 関

③ 明 細 書 に お け る 発 明 の 完 全 開 示 。 す な わ ち 、

明 細 書 を ど の よ う に 書 く か 。 ④ 創 造 性 の 判 断 。 す

る 際 に 、 ア ル ゴ リ ズ ム 特 徴 の 技 術 的 貢 献 を ど の

異 な る 種 類 の 特 許 出 願 の 懸 念 事 項 は 同 一 で は

4 種 類 の 発 明 の そ れ ぞ れ の 懸 念 事 項 を 下 表 に ま

AI関連特許出
願の種類

概要 例
発明者適

願の種類
発明者適
格性

（ア）AIアルゴリ
ズムまたはモデ
ル 自 体 に 関 す
る特許出願

通常、AIアルゴ
リズムまたはモ
デル自体および
そ の 改 善 や 最
適 化 が 含 ま れ
る

モ デ ル 構
造、モデル
の圧縮、モ
デ ル の 学
習

（イ）AIアルゴリ 製品、方法、ま 自 然 言 語（イ） アル リ
ズムまたはモデ
ルに基づく機能
ま た は 特 定 分
野 で の 適 用 に
関 す る 特 許 出
願

製品、方法、ま
た は そ の 改 善
に対して提案さ
れ た 手 法 の 不
可欠な部分とし
て、発明に組み
込まれたAIアル
ゴリズムまたは
モデル

自 然 言 語
処理、コン
ピュータビ
ジ ョ ン 、 音
声処理や、
さまざまな
具 体 的 適
用シーン

（ウ）AIの支援を 発 明 の 過 程 に AIを利用し、 〇
受 け た 発 明 に
関 す る 特 許 出
願

おいて、AI技術
の支援を受けた
発明

特定のタン
パ ク 質 結
合 部 位 を
同定して開
発した新し
い 医 薬 品
成 分 化 合
物

（エ）AIによって 人間の実質的 AI 技 術 に 〇
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生成された発明
に 関 す る 特 許
出願

な貢献なしに、
AI が 単 独 で 生
み出した発明

よって単独
で設計され
た 食 品 容
器
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め の 手 引 で あ る 。

で 注 目 さ れ て い る 以 下 の 5 つ の 法 的 問 題 を 包

わ ち 、 A I が 発 明 者 と し て の 適 格 性 を 有 す る か ど

関 連 特 許 出 願 が 保 護 対 象 の 要 件 を 満 た す か 。

A I 関 連 特 許 出 願 の 開 示 要 件 を 満 た す た め に

す な わ ち 、 A I 関 連 特 許 出 願 の 創 造 性 を 判 断 す

よ う に 考 慮 す る か 。 ⑤ A I 倫 理 に 関 す る 検 討 。

は な い た め 、 ガ イ ド ラ イ ン に 記 載 さ れ た 上 記 の

ま と め た （ 〇 は 対 応 関 係 が あ る こ と を 示 す ） 。

注目される懸念事項

保護対象の 創造性の 明細書の 倫理的保護対象の
判断

創造性の
判断

明細書の
完全開示

倫理的・
法的問題

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇
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以 下 で は 、 ガ イ ド ラ イ ン の 具 体 的 な 内 容 と

合 わ せ て 、 解 説 す べ き 懸 念 事 項 を 1 つ ず つ 紹

介 し て い く 。 な お 、 簡 潔 に す る た め に 、 上 記 の

4 種 類 の 特 許 出 願 は 、 そ れ ぞ れ 通 し 番 号 （ ア ） 、

（ イ ） 、 （ ウ ） 、 （ エ ） で 呼 称 す る 。

1 . A I の 発 明 者 適 格 性 の 有 無

ガ イ ド ラ イ ン は （ ウ ） の 発 明 に い て はガ イ ド ラ イ ン は 、 （ ウ ） の 発 明 に つ い て は 、

発 明 の 実 質 的 特 徴 に 創 造 的 貢 献 を し た 自 然

人 を 特 許 出 願 の 発 明 者 と し て 記 載 す る こ と が

で き る と 明 確 に 規 定 し て い る 。 こ の 規 定 は 、

現 行 法 の 規 定 と 完 全 に 一 致 し て い る 。

（ エ ） の 発 明 の 特 許 出 願 に 関 し て 、 ガ イ ド ラ

イ ン は A I シ ス テ ム や そ の 他 の 非 自 然 人 を 発イ ン は 、 A I シ ス テ ム や そ の 他 の 非 自 然 人 を 発

明 者 と し て 記 載 し て は な ら な い と 規 定 し て い

る 。 な ぜ な ら 、 収 入 を 得 る 財 産 権 と 氏 名 を 記

載 す る 権 利 は 発 明 者 の 民 事 上 の 権 利 で あ り 、

民 法 の 規 定 を 満 た し た 民 事 主 体 の み が 発 明

者 に 関 す る 民 事 上 の 権 利 を 享 受 す る こ と が で

き 、 A I シ ス テ ム は 現 在 、 民 事 主 体 と し て 民 事

上 の 権 利 を 享 受 す る こ と が で き な い た め 、 発

明 者 と し て 記 載 し て は な ら な い か ら で あ る 。

中 国 国 家 知 識 産 権 局 の こ の 規 定 は 、 現 在 、

世 界 の 大 部 分 の 国 の 規 定 と 一 致 し て い る 。

し か し 、 （ ウ ） の 特 許 出 願 の 場 合 、 発 明 の 実

質 的 特 徴 に 創 造 的 貢 献 を し た の は 、 自 然 人

で は な く A I シ ス テ ム で あ る と 記 載 す る こ と はで は な く 、 A I シ ス テ ム で あ る と 記 載 す る こ と は

可 能 だ ろ う か ？ こ の 点 に 関 し て 、 ガ イ ド ラ イ ン

は 説 明 し て い な い 。 筆 者 は 、 特 許 法 実 施 細 則

第 1 4 条 に 従 い 、 発 明 の 実 質 的 特 徴 に 創 造 的

貢 献 を し た 者 の み を 特 許 法 に い う 発 明 者 と し

て 記 載 す る こ と が で き 、 そ れ を し な か っ た 者

は 記 載 す べ き で は な い と 考 え て い る 。 し た記 載 す な 考 る 。

が っ て 、 実 務 上 、 こ の 種 の 発 明 は （ エ ） の 出 願

に 分 類 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 し か し 、 種 類 に

か か わ ら ず 、 現 行 の 中 国 法 で は 、 A I は 発 明
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、

者 適 格 性 を 有 し な い こ と に 留 意 し て ほ し い 。

2 . A I 関 連 発 明 の 特 許 出 願 が 保 護 対 象 要 件 を

満 た す か ど う か を 判 断 す る 方 法

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 A I 関 連 発 明 の 特 許 出 願

が 保 護 対 象 の 要 件 を 満 た す か ど う か を 判 断

す る 法 的 根 拠 （ す な わ ち 、 特 許 法 第 2 5 条 第 1

項 第 2 号 の 「 知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 」 と

い う 除 外 規 定 、 な ら び に 第 2 条 第 2 項 の 技 術

的 解 決 手 段 に 関 す る 規 定 ） 、 お よ び 審 査 の 順

序 （ す な わ ち 、 ま ず 請 求 項 が 「 知 的 活 動 の 規

則 お よ び 方 法 」 で あ る か ど う か を 判 断 し 、 そ う

で は な い と 判 断 し た 場 合 に の み 、 技 術 的 解 決

手 段 で あ る か ど う か を 審 査 す る ） が 改 め て 規

、

手 段 で あ る か ど う か を 審 査 す る ） が 改 め て 規

定 さ れ て い る 。

① 知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 に 関 す る 審 査

審 査 基 準 に お い て 、 請 求 項 の 特 徴 は 、 ア ル

ゴ リ ズ ム 的 特 徴 、 ビ ジ ネ ス ル ー ル お よ び 方 法

的 特 徴 、 技 術 的 特 徴 の 3 つ に 分 類 さ れ 、 ア ル

ゴ リ ズ ム 的 特 徴 、 ビ ジ ネ ス ル ー ル お よ び 方 法リ 的 特 徴 、 ジ ネ お び 方 法

的 特 徴 は 、 技 術 的 特 徴 と は み な さ れ な い こ と

が 明 確 に さ れ た 。 ま た 、 ガ イ ド ラ イ ン は 、 A I ア

ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル は 、 数 学 的 理 論 に 基

づ い て 開 発 さ れ 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ

ル に 関 す る 特 許 出 願 の 請 求 項 が 抽 象 的 な 数

学 的 理 論 ま た は 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ ム の み を

含 み 、 技 術 的 特 徴 を 含 ま な い 場 合 、 そ れ は 知

的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 で あ り 、 特 許 権 は

付 与 さ れ な い と 説 明 し て い る 。 し た が っ て 、 ガ

イ ド ラ イ ン に よ れ ば 、 抽 象 的 な 数 学 理 論 ま た

は 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ ム 、 も し く は 数 学 的 モ デ

ル に 関 す る 特 徴 は 、 デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ 法 、

分 類 法 ク ラ ス タ リ ン グ 法 な ど の ア ル ゴ リ ズ
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分 類 法 、 ク ラ ス タ リ ン グ 法 な ど の ア ル ゴ リ ズ

ム 的 特 徴 に 属 す る 。 し た が っ て 、 抽 象 的 な ア

ル ゴ リ ズ ム に 基 づ き 、 技 術 的 特 徴 を 含 ま な い

一 般 的 な ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ リ ン グ
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法 、 お よ び 学 習 収 束 を 促 進 す る た め に 最 適

化 さ れ た 損 失 関 数 を 用 い た 、 技 術 的 特 徴 を 含

ま な い 一 般 的 な ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク の 学

習 方 法 は 、 知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 に 属

す る 抽 象 的 な 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ ム で あ る と 考

え ら れ て い る 。

請 求 項 が 抽 象 的 な 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ ム に請 求 項 が 抽 象 的 な 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ ム に

加 え て 、 A I に 関 す る 技 術 的 特 徴 を 含 む 場 合 、

知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 の 欠 陥 を 克 服 す

る こ と が で き る だ ろ う か ？ 関 連 す る 技 術 的 特

徴 が 主 題 名 に の み 具 体 化 さ れ て い る 場 合 、

す な わ ち 、 請 求 項 の 主 題 名 を 除 き 、 限 定 さ れ

る す べ て の 内 容 が 抽 象 的 な 数 学 的 ア ル ゴ リ

ズ ム に 関 す る も の で あ る 場 合 、 当 該 請 求 項 は

依 然 と し て 実 質 的 に は 抽 象 的 な 数 学 的 ア ル

ゴ リ ズ ム を 保 護 し よ う と し て お り 、 特 許 法 第

2 5 条 に 規 定 す る 知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法

に 属 し 、 特 許 保 護 の 対 象 に は 該 当 し な い 。

し た が っ て 、 ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 ま た は ビ

ジ ネ ス ル ー ル の 方 法 的 特 徴 に 加 え 、 主 題 名

を 除 く 請 求 項 の 限 定 部 分 が 技 術 的 特 徴 を 含

む 場 合 、 請 求 項 は 全 体 と し て 知 的 活 動 の 規

則 お よ び 方 法 に 属 さ な い が 、 特 許 保 護 の 対

象 に 該 当 す る か ど う か は 、 技 術 的 解 決 手 段

に 関 す る 特 許 法 第 2 条 第 2 項 の 審 査 に 従 う 。

② 特 許 法 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 技 術 的 解 決② 特 許 法 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 技 術 的 解 決

手 段 に つ い て

特 許 法 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 技 術 的 解 決 手

段 と は 、 解 決 し よ う と す る 技 術 的 課 題 に 対 し

て 採 用 す る 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 手 段

の 集 合 を 指 す 。 解 決 し よ う と す る 技 術 的 課 題

に 対 し て 採 用 し た 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術対 採 用 、 自 然 法 則 を 利 用 技 術

的 手 段 が 請 求 項 に 記 載 さ れ 、 そ れ に よ っ て 自

然 法 則 に 適 合 す る 技 術 的 効 果 が 得 ら れ た 記

載 さ れ て い 場 合 、 請 求 項 に よ っ て 限 定 さ れ た

1

サービスソリューション

手 法 は 技 術 的 解 決 手 段 で あ る 。 逆 に 、 解 決 し

よ う と す る 技 術 的 課 題 に 対 し て 自 然 法 則 を 利

用 し た 技 術 的 手 段 を 採 用 せ ず 、 自 然 法 則 に

適 合 す る 技 術 的 効 果 を 得 ら れ な い 手 法 は 、

技 術 的 解 決 手 段 で は な い 。

審 査 基 準 で は 、 A I や ビ ッ グ デ ー タ に 関 す る

「 手 法 （ 方 案 ） が 技 術 的 解 決 手 段 あ る か ど「 手 法 （ 方 案 ） 」 が 技 術 的 解 決 手 段 で あ る か ど

う か を 判 断 す る 方 法 に つ い て 、 さ ら に 詳 し い

指 示 が 出 し て い る 。 例 え ば 、 「 ア ル ゴ リ ズ ム に

よ っ て 処 理 さ れ る デ ー タ が 技 術 分 野 に お い て

正 確 な 意 味 を 有 す る デ ー タ で あ る 」 場 合 、 「 ア

ル ゴ リ ズ ム が コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 構

造 と 特 定 の 技 術 的 関 連 性 を 有 す る 」 場 合 、 特造 と 特 定 の 技 術 的 関 連 性 を 有 す る 」 場 合 、 特

定 の 適 用 分 野 に お け る ビ ッ グ デ ー タ に つ い て 、

「 自 然 法 則 に 適 合 す る デ ー タ 内 の 固 有 の 関

連 性 を 分 析 す る 」 場 合 、 請 求 項 は 特 許 法 に い

う 技 術 的 解 決 手 段 で あ る と 考 え ら れ る 。

し か し 、 実 務 に お い て 、 審 査 基 準 の 上 記 規

定 は や は り 一 般 的 か つ 抽 象 的 で あ り 、 具 体

的 な 案 件 の 審 査 過 程 に お い て 正 確 に 把 握 す

る こ と は 困 難 で あ る と 考 え ら れ て い る 。 そ こ で 、

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 審 査 基 準 の 上 記 規 定 に 記

載 さ れ た 3 つ の ケ ー ス を よ り 具 体 的 に 説 明 し 、

わ か り や す い よ う に 事 例 を 挙 げ た 。

ア ） ケ ー ス 1 ： A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル が 、

技 術 分 野 に お い て 正 確 な 技 術 的 意 味 を 有 す技 術 分 野 に お い て 正 確 な 技 術 的 意 味 を 有 す

る デ ー タ を 処 理 す る 場 合

請 求 項 の 記 載 が 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ

デ ル に よ っ て 処 理 さ れ る 対 象 が 、 技 術 分 野 に

お い て 正 確 な 技 術 的 意 味 を 有 す る デ ー タ で あ

る こ と を 反 映 し 、 当 業 者 に と っ て 、 ア ル ゴ リ ズ

ム ま た は モ デ ル の 実 行 が 自 然 法 則 を 利 用 し
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ム ま た は モ デ ル の 実 行 が 、 自 然 法 則 を 利 用 し

て 特 定 の 技 術 的 課 題 を 解 決 す る プ ロ セ ス を

直 接 具 現 し 、 か つ 技 術 的 効 果 が 得 ら れ た と 理

解 で き る 場 合 、 請 求 項 に よ っ て 限 定 さ れ た 手
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法 は 技 術 的 解 決 手 段 に 属 す る 。

例 え ば 、 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル を 用

い て 画 像 を 認 識 ・ 分 類 す る 方 法 と い う 出 願 で

は 、 画 像 デ ー タ は 、 技 術 分 野 に お い て 正 確 な

技 術 的 意 味 を 有 す る デ ー タ に で あ り 、 当 業 者

は 、 手 法 に お け る 画 像 特 徴 を 処 理 す る 各 手

順 が 対 象 物 を 認 識 し 分 類 す る と い う 解 決 し順 が 、 対 象 物 を 認 識 し 分 類 す る と い う 解 決 し

よ う と す る 技 術 的 課 題 と 密 接 に 関 連 し 、 か つ

対 応 す る 技 術 的 効 果 が 得 ら れ た と 理 解 で き る

場 合 、 そ の 手 法 は 技 術 的 解 決 手 段 で あ る 。

し た が っ て 、 上 記 の 規 定 お よ び 事 例 に 基 づ

き 、 音 声 、 テ キ ス ト 、 文 字 、 動 画 も 、 正 確 な 技

術 的 意 味 を 有 す る デ ー タ と み な す こ と が で き術 的 意 味 を 有 す る デ タ と み な す と が で き

る 。

イ ） ケ ー ス 2 ： A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル が 、

コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 構 造 と 特 定 の 技

術 的 関 連 性 を 有 す る 場 合

請 求 項 の 記 載 に よ り 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た

は モ デ ル が コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 構 造

と 特 定 の 技 術 的 関 連 性 を 有 し 、 こ れ に よ り 、

デ ー タ 保 存 量 の 削 減 、 デ ー タ 転 送 量 の 削 減 、

ハ ー ド ウ ェ ア 処 理 速 度 の 向 上 な ど 、 ハ ー ド

ウ ェ ア の 計 算 効 率 や 実 行 効 果 を 向 上 さ せ る

か と い う 技 術 的 課 題 を 解 決 し 、 か つ コ ン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 性 能 を 向 上 さ せ る と

い う 自 然 法 則 に 適 合 す る 技 術 的 効 果 が 得 らい う 自 然 法 則 に 適 合 す る 技 術 的 効 果 が 得 ら

れ る こ と が 反 映 さ れ る 場 合 、 請 求 項 に よ っ て

限 定 さ れ た 手 法 は 技 術 的 解 決 手 段 で あ る 。

こ の よ う な 特 定 の 技 術 的 関 連 性 は 、 特 定 の

ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル の 動 作 を サ ポ ー ト

す る た め に コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の ア ー キ テ

ク チ ャ ま た は パ ラ メ ー タ を 調 整 す る 、 ア ル ゴ リク チ ャ ま た は パ ラ メ タ を 調 整 す る 、 ア ル ゴ リ

ズ ム ま た は モ デ ル を 特 定 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス

テ ム の 内 部 構 造 ま た は パ ラ メ ー タ に 適 合 さ せ

る 、 も し く は 上 記 の 組 み 合 わ せ を 行 う な ど 、 ア
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ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と ン ピ タ シ ス テ ム のル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の

内 部 構 造 に 関 連 す る 特 徴 と が 、 技 術 実 装 レ

ベ ル で 互 い に 適 合 し 、 調 整 し て い る こ と を 反

映 し て い る 。

例 え ば 、 メ モ リ ス タ ア ク セ ラ レ ー タ 用 の

ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル 圧 縮 方 法 と い

う 出 願 で は 、 元 の モ デ ル を メ モ リ ス タ ア ク セ ラう 出 願 で は 、 元 の モ デ ル を メ モ リ ス タ ア ク セ ラ

レ ー タ に マ ッ ピ ン グ す る 際 に 、 ハ ー ド ウ ェ ア リ

ソ ー ス の 過 剰 消 費 お よ び A D C ユ ニ ッ ト と コ ン

ピ ュ ー テ ィ ン グ ア レ イ の 高 電 力 消 費 と い う 問

題 を 解 決 す る た め に 、 プ ル ー ニ ン グ の ア ル ゴ

リ ズ ム と 量 子 化 の ア ル ゴ リ ズ ム を 採 用 し て 、

メ モ リ ス タ の 実 際 の ア レ イ サ イ ズ に 合 わ せ て

プ ル ー ニ ン グ の 粒 度 を 調 整 し 、 メ モ リ ス タ ア レ

イ 内 の 低 抵 抗 デ バ イ ス の 数 を 減 ら し て い る 。

こ れ ら の 手 法 は 、 メ モ リ ス タ ア ク セ ラ レ ー タ の

性 能 向 上 を 目 的 と し た ア ル ゴ リ ズ ム の 改 善 で

あ り 、 ハ ー ド ウ ェ ア 条 件 の パ ラ メ ー タ に よ っ て

制 約 さ れ 、 ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と コ ン ピ ュ ー タ

シ ス テ ム の 内 部 構 造 と の 特 定 の 技 術 的 関 連シ ス テ ム の 内 部 構 造 と の 特 定 の 技 術 的 関 連

性 を 反 映 し て い る と 考 え ら れ る た め 、 こ の 手

法 は 技 術 的 解 決 手 段 で あ る 。

注 意 す べ き は 、 特 定 の 技 術 的 関 連 性 が 必

ず し も 、 コ ン ピ ュ ー タ ー シ ス テ ム の ハ ー ド ウ ェ

ア ア ー キ テ ク チ ャ に 変 更 を 加 え る こ と を 意 味

す る も の で は な い こ と で あ る 。 A I ア ル ゴ リ ズ

ム を 改 善 す る 手 法 の 場 合 、 コ ン ピ ュ ー タ シ ス

テ ム の ハ ー ド ウ ェ ア ア ー キ テ ク チ ャ 自 体 に 変

更 が 加 え ら れ て い な い が 、 当 該 手 法 に お い て 、

シ ス テ ム リ ソ ー ス の 配 分 の 最 適 化 を 通 じ て 、

コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 全 体 の 内 部 性 能 を 向 上

さ せ る と い う 技 術 的 効 果 が 得 ら れ る な ら 、 A I

ゴ ズ が ピ
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の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 が コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ

ム の 内 部 構 造 と 特 定 の 技 術 的 関 連 性 を 有 し 、

ハ ー ド ウ ェ ア の 実 行 効 果 を 高 め る こ と が で き

る と 考 え ら れ る 。
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例 え ば 、 デ ィ ー プ ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ

デ ル の 学 習 方 法 と い う 出 願 で は 、 デ ィ ー プ

ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル の 学 習 速 度 が

遅 い と い う 問 題 を 解 決 す る た め に 、 異 な る サ

イ ズ の 学 習 デ ー タ に 対 し て 、 処 理 効 率 の 異 な

る シ ン グ ル プ ロ セ ッ サ の 学 習 方 式 ま た は マ ル

チ プ ロ セ ッ サ の 学 習 方 式 を 適 応 さ せ る と い うチ プ ロ セ ッ サ の 学 習 方 式 を 適 応 さ せ る と い う

選 択 を 行 う 。 こ の モ デ ル 学 習 方 式 は コ ン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 構 造 と 特 定 の 技 術 的

関 連 性 を 有 し 、 学 習 の 過 程 に お け る ハ ー ド

ウ ェ ア の 実 行 効 果 を 高 め る こ と に よ り 、 コ ン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 性 能 を 向 上 さ せ る と

い う 自 然 法 則 に 適 合 す る 技 術 的 効 果 が 得 ら

れ る と 考 え ら れ る た め 、 技 術 的 解 決 手 段 を な

す 。

こ れ ら の 事 例 の 他 に 、 ガ イ ド ラ イ ン で は 、 ア

ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の

内 部 構 造 と の 特 定 の 技 術 的 関 連 性 が 反 映 さ

れ な い 場 合 に つ い て も 、 以 下 の よ う な 例 が 挙

げ い るげ て い る 。

例 え ば 、 メ モ リ と プ ロ セ ッ サ を 含 む ニ ュ ー ラ

ル ネ ッ ト ワ ー ク を 学 習 さ せ る た め の コ ン ピ ュ ー

タ シ ス テ ム と い う 出 願 で は 、 メ モ リ が 指 令 を 記

憶 し 、 プ ロ セ ッ サ が 最 適 化 さ れ た 損 失 関 数 を

用 い て ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 学 習 さ せ る

た め に 指 令 を 読 み 出 すた め に 指 令 を 読 み 出 す 。

こ の 手 法 に お い て 、 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 内

の メ モ リ お よ び プ ロ セ ッ サ は 、 ア ル ゴ リ ズ ム の

記 憶 お よ び 実 行 の た め の 慣 用 の 装 置 に す ぎ

ず 、 最 適 化 さ れ た 損 失 関 数 を 用 い た ニ ュ ー ラ

ル ネ ッ ト ワ ー ク の 学 習 に 関 す る ア ル ゴ リ ズ ム

的 特 徴 と 、 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 内 の メ モ リ お

よ び プ ロ セ ッ サ と の 間 に は 、 特 定 の 技 術 的 関

連 性 は な く 、 こ の 手 法 は 、 技 術 的 課 題 に 属 さ

な い ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク の 学 習 の 最 適 化

課 題 を 解 決 す る も の で あ り 、 得 ら れ る 効 果 は
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モ デ ル の 学 習 効 率 を 向 上 さ せ る も の に す ぎ ず 、

コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 性 能 を 向 上 さ せ

る と い う 技 術 的 効 果 に は 属 さ な い 。 そ の た め 、

当 該 手 法 は 技 術 的 解 決 手 段 で は な い 。

ウ ） ケ ー ス 3 ： 特 定 の 適 用 分 野 に お け る ビ ッ グ

デ ー タ に つ い て 、 自 然 法 則 に 適 合 す る デ ー タ

間 固 有 関 連 性 を 分 析 す る 場 合間 の 固 有 の 関 連 性 を 分 析 す る 場 合

A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル は 、 さ ま ざ ま

な 分 野 で デ ー タ 分 析 、 評 価 、 予 測 、 推 薦 の た

め に 利 用 さ れ て い る 。 こ の よ う な 出 願 に 対 し

て 、 請 求 項 が 特 定 の 適 用 分 野 に お け る ビ ッ グ

デ ー タ の 処 理 を 具 現 し 、 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー

ク の よ う な A I ア ル ゴ リ ズ ム を 使 用 し て 自 然ク の よ う な A I ア ル ゴ リ ズ ム を 使 用 し て 、 自 然

法 則 に 適 合 す る デ ー タ 間 の 固 有 の 関 連 性 を

分 析 し 、 特 定 の 適 用 分 野 に お け る ビ ッ グ デ ー

タ 分 析 の 信 頼 性 ま た は 正 確 性 を 向 上 さ せ る

か と い う 技 術 的 課 題 を 解 決 し 、 対 応 す る 技 術

的 効 果 が 得 ら れ る 場 合 、 対 応 の 手 法 は 技 術

的 手 段 で あ る 。

し か し 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル を 使

用 し て デ ー タ マ イ ニ ン グ を 行 い 、 入 力 デ ー タ

に 基 づ い て 出 力 結 果 が 得 ら れ る A I モ デ ル を

学 習 さ せ る 手 段 は 、 直 接 技 術 的 手 段 に は な ら

ず 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル に 基 づ い て 、

マ イ ニ ン グ さ れ た デ ー タ 間 の 固 有 の 関 連 性 が

自 然 法 則 に 適 合 す る 場 合 に の み 関 連 す る自 然 法 則 に 適 合 す る 場 合 に の み 、 関 連 す る

手 段 は 全 体 と し て 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術

的 手 段 に な る こ と に 留 意 す べ き で あ る 。 し た

が っ て 、 分 析 結 果 を 得 る た め に 、 分 析 対 象 の

特 徴 を 反 映 す る た め に 具 体 的 に ど の よ う な 指

標 や パ ラ メ ー タ を 用 い た の か 、 A I ア ル ゴ リ ズ

ム ま た は モ デ ル を 使 用 し て マ イ ニ ン グ さ れ た
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ま た は デ ル を 使 用 し て イ ン グ さ れ た

こ れ ら の 指 標 や パ ラ メ ー タ （ モ デ ル 入 力 ） が 、

結 果 デ ー タ （ モ デ ル 出 力 ） と の 間 の 固 有 の 関

連 性 が 自 然 法 則 に 適 合 す る か ど う か を 、 請 求
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項 に 記 載 さ れ た 手 法 に お い て 明 確 に す る 必

要 が あ る 。

例 え ば 、 食 品 安 全 リ ス ク 予 測 方 法 と い う 出

願 で は 、 時 間 と と も に 変 化 す る 食 品 固 有 の 特

徴 に 基 づ い て 食 品 安 全 リ ス ク を 予 測 す る た め

に 、 ナ レ ッ ジ グ ラ フ の 構 築 時 に タ イ ム ス タ ン プ

を 含 め 各 時 点 に お け る 食 品 安 全 リ ス ク に 関を 含 め 、 各 時 点 に お け る 食 品 安 全 リ ス ク に 関

連 す る エ ン テ ィ テ ィ デ ー タ に 基 づ い て 、 予 め 定

義 さ れ た ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 学 習 さ せ 、

予 測 対 象 時 点 に お け る 食 品 安 全 リ ス ク を 予

測 す る 。 こ れ は 、 自 然 法 則 に 適 合 す る 技 術 的

手 段 を 利 用 し 、 将 来 の 時 点 に お け る 食 品 安

全 リ ス ク の 予 測 の 正 確 さ を 向 上 す る と い う 技

術 的 課 題 を 解 決 し 、 対 応 す る 技 術 的 効 果 が

得 ら れ る と 考 え ら れ る た め 、 技 術 的 解 決 手 段

を な す 。

逆 に 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル を 使 用

し て マ イ ニ ン グ さ れ た 指 標 や パ ラ メ ー タ ー と 、

予 測 さ れ た 結 果 と の 間 の 固 有 の 関 連 性 が 、

経 済 法 則 ま た は 社 会 法 則 に の み 制 約 さ れ る

場 合 、 そ れ は 自 然 法 則 に 適 合 し な い も の で あ

る と 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト

ワ ー ク を 用 い た 地 域 経 済 繁 栄 指 数 の 予 測 方

法 と い う 出 願 で は 、 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を

用 い て 、 経 済 デ ー タ お よ び 電 力 消 費 デ ー タ と

経 済 繁 栄 指 数 と の 間 の 固 有 の 関 連 性 を マ イ経 済 繁 栄 指 数 と の 間 の 固 有 の 関 連 性 を マ イ

ニ ン グ し 、 そ れ に 基 づ い て 地 域 経 済 繁 栄 指 数

の 予 測 を 行 う 。 経 済 デ ー タ お よ び 電 力 消 費

デ ー タ と 経 済 繁 栄 指 数 と の 間 の 固 有 の 関 連

性 は 、 自 然 法 則 で は な く 経 済 法 則 に よ っ て 制

約 さ れ て い る た め 、 こ の 手 法 は 技 術 的 手 段 を

用 い て お ら ず 、 技 術 的 解 決 手 段 で は な い 。

3 . 明 細 書 の 完 全 な 開 示

A I ア ル ゴ リ ズ ム は 通 常 、 デ ィ ー プ ラ ー ニ ン

グ モ デ ル の ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク の 多 層 構
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造 や 多 数 の パ ラ メ ー タ 調 整 の よ う に 非 常 に 複

雑 か つ 抽 象 的 で あ る た め 、 明 細 書 の 完 全 開

示 は 現 在 、 A I 分 野 に 関 わ る 発 明 の 明 細 書 作

成 お よ び 審 査 に お け る 課 題 の 1 つ で あ る 。 A I

ア ル ゴ リ ズ ム の こ の よ う な 特 徴 か ら 、 ア ル ゴ

リ ズ ム の 動 作 の 仕 組 み を 明 確 に 分 か り や す く

説 明 す る こ と は 難 し い さ ら に A I ア ル ゴ リ ズ説 明 す る こ と は 難 し い 。 さ ら に 、 A I ア ル ゴ リ ズ

ム の 効 果 は 、 特 定 の デ ー タ セ ッ ト や 実 験 環 境

に 依 存 す る こ と が 多 く 、 そ の 結 果 の 再 現 性 や

検 証 の 可 能 性 に も 課 題 が あ る 。 そ の た め 、 明

細 書 で 技 術 的 効 果 を 記 載 す る 際 に 、 十 分 な

実 験 デ ー タ や 分 析 ・ 論 証 を 提 供 す る こ と が 難

し く 、 技 術 的 効 果 の 検 証 の 可 能 性 が 不 十 分 と

な る 。

そ こ で 、 ガ イ ド ラ イ ン で は 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム

ま た は モ デ ル の 「 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 」 的 な 特 徴

に 鑑 み 、 発 明 の 種 類 ご と に 以 下 の よ う な 推 奨

事 項 を 示 し て い る 。

発 明 の 貢 献 が A I モ デ ル の 学 習 に あ る 出 願

の 場 合 、 一 般 に 、 手 法 が 解 決 し よ う と す る 課

題 や 得 よ う と す る 効 果 に 応 じ て 、 必 要 な モ デ

ル の 学 習 プ ロ セ ス に 関 す る ア ル ゴ リ ズ ム と 、

そ の 具 体 的 な 手 順 、 学 習 方 法 の 具 体 的 な プ

ロ セ ス を 明 細 書 に 明 確 に 記 載 す る 必 要 が あ

る 。

発 明 の 貢 献 が A I モ デ ル の 構 築 に あ る 出 願発 明 の 貢 献 が A I モ デ ル の 構 築 に あ る 出 願

の 場 合 、 一 般 に 、 手 法 が 解 決 し よ う と す る 課

題 や 得 よ う と す る 効 果 に 応 じ て 、 必 要 な モ デ

ル 構 造 、 階 層 構 造 、 接 続 関 係 な ど を 明 細 書 に

記 載 し 、 モ デ ル の 機 能 や 効 果 を 正 確 か つ 客

観 的 に 記 述 す る 必 要 が あ る 。 必 要 に 応 じ て 、

実 験 デ ー タ や 分 析 ・ 論 証 に よ り 、 改 善 後 に 得
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実 験 デ タ や 分 析 論 証 に よ り 、 改 善 後 に 得

ら れ る 効 果 を 示 す 。

発 明 の 貢 献 が A I の 特 定 分 野 で の 適 用 に あ

る 出 願 の 場 合 、 一 般 に 、 手 法 が 解 決 し よ う と
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す る 課 題 や 得 よ う と す る 効 果 に 応 じ て 、 モ デ

ル が い か に 具 体 的 な 適 用 シ ー ン と 組 み 合 わ

せ ら れ る か 、 入 出 力 デ ー タ を い か に 設 定 す る

か を 明 細 書 に 記 載 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 入

力 デ ー タ と 出 力 デ ー タ の 間 に 関 連 性 が あ る こ

と を 当 該 技 術 分 野 の 当 業 者 が 判 断 で き る よ う

に 必 要 に 応 じ て 両 者 間 の 関 連 性 を 明 細 書に 、 必 要 に 応 じ て 、 両 者 間 の 関 連 性 を 明 細 書

に 明 確 に す る こ と も 必 要 で あ る 。

上 記 の 発 明 者 お よ び 代 理 人 が A I 発 明 に 関

す る 出 願 書 類 を 作 成 す る 際 の 提 案 は 、 一 定

の 指 導 と 助 力 を 与 え る も の で あ る が 、 客 観 的

に 言 え ば 、 こ れ ら の 提 案 は 依 然 と し て ガ イ ド

ラ イ ン や 原 則 を 示 す も の で あ り 、 具 体 的 か つ

的 を 絞 っ た も の で は な く 、 具 体 的 な 参 考 事 例

も 示 さ れ て い な い た め 、 完 全 開 示 を 実 現 す る

方 法 に 対 す る 人 々 の 疑 念 を 完 全 に 払 拭 す る

こ と は で き て い な い 。 こ れ は 、 A I 技 術 が 近 年

大 き く 発 展 し 、 飛 躍 的 な 進 歩 を 遂 げ た ば か り

で あ り 、 ま だ 発 展 し 続 け て い る こ と 、 新 し い モ

デ 構 造 学 習 方 法 が 続 々 と 登 場 し 適 用デ ル 、 構 造 、 学 習 方 法 が 続 々 と 登 場 し 、 適 用

分 野 が 拡 大 し 続 け て い る こ と 、 人 々 は ま だ こ

れ ら の 発 明 を ど の よ う に 認 識 し 、 出 願 書 類 を

ど の よ う に 作 成 す る か を 模 索 し て い る 段 階 に

あ り 、 多 く の 面 で ま だ 合 意 に 至 っ て い な い こ と

が 原 因 で あ る と 著 者 は 考 え る 。 技 術 の 発 展 と

成 熟 、 代 理 と 審 査 実 務 経 験 の 蓄 積 、 A I 発 明成 熟 、 代 理 と 審 査 実 務 経 験 の 蓄 積 、 A I 発 明

特 許 ま た は 出 願 の 訴 訟 事 例 の 出 現 に よ り 、

関 連 実 務 者 は 、 こ の 分 野 の 出 願 書 類 の 書 き

方 に つ い て 、 よ り 理 解 が 深 ま る で あ ろ う と 思

わ れ る 。

4 . 創 造 性 に 関 す る 検 討

A I 関 連 発 明 の 特 許 出 願 の 創 作 性 を ど の よ

う に 審 査 す る か に つ い て 、 審 査 基 準 は 、 技 術

的 特 徴 と 機 能 的 に 相 互 支 持 し 、 か つ 相 互 作

用 関 係 を 有 す る ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 を 、 記 載

さ れ た 技 術 的 特 徴 と 合 わ せ て 全 体 と し て 考 慮
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す る よ う 求 め て お り 、 「 機 能 的 に 相 互 支 持 し 、

か つ 相 互 作 用 関 係 を 有 す る 」 と い う 概 念 が 提

案 さ れ て い る 。 「 機 能 的 に 相 互 支 持 し 、 か つ

相 互 作 用 関 係 を 有 す る 」 こ と と は 、 ア ル ゴ リ ズ

ム 的 特 徴 と 技 術 的 特 徴 と が 密 接 に 統 合 さ れ 、

共 同 で 技 術 的 課 題 を 解 決 す る た め の 技 術 的

手 段 を 構 成 し 対 応 す る 技 術 的 効 果 が 得 ら れ手 段 を 構 成 し 、 対 応 す る 技 術 的 効 果 が 得 ら れ

る こ と を 指 す 。

「 機 能 的 に 相 互 支 持 し 、 か つ 相 互 作 用 関 係

を 有 す る 」 こ と の 意 味 を わ か り や す く す る た め

に 、 ガ イ ド ラ イ ン で は 、 例 を 用 い て さ ら に 説 明

し て い る 。

① A I の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 を 技 術 的 手 段 の① A I の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 を 技 術 的 手 段 の

不 可 欠 な 一 部 と す る

A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル を 用 い て 特 定

の 機 能 を 実 現 し 、 ま た は 特 定 の 分 野 に 適 用

す る 出 願 の 場 合 、 創 造 性 の 評 価 に お い て 、 手

法 の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 が 技 術 的 貢 献 を も

た ら す と 評 価 さ れ る よ う に 、 明 細 書 作 成 に 際

し て は 、 特 定 の 機 能 を 実 現 し 、 ま た は 特 定 の

分 野 に 適 用 す る 際 に 解 決 し た 技 術 的 課 題 、

採 用 さ れ た 自 然 法 則 に 適 合 す る 技 術 的 手 段 、

お よ び そ れ に よ っ て 得 ら れ た 自 然 法 則 に 適 合

す る 技 術 的 効 果 、 な ら び に ア ル ゴ リ ズ ム ま た

は モ デ ル の 実 施 に 不 可 欠 な 要 素 を 記 載 す る

必 要 が あ る 手 法 が 既 存 の A I ア ル ゴ リ ズ ム必 要 が あ る 。 手 法 が 既 存 の A I ア ル ゴ リ ズ ム

の プ ロ セ ス ま た は モ デ ル の パ ラ メ ー タ を 調 整

し 、 そ れ に よ っ て 特 定 の 機 能 を 実 現 し 、 ま た

は 特 定 の 分 野 に 適 用 す る 際 に 直 面 す る 技 術

的 課 題 を 解 決 し 、 有 益 な 技 術 的 効 果 が 得 ら

れ る 場 合 、 ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と 技 術 的 特 徴

と は 機 能 的 に 相 互 支 持 し 、 か つ 相 互 作 用 関
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と は 機 能 的 に 相 互 支 持 し 、 か 相 互 作 用 関

係 を 有 す る と 考 え ら れ 、 手 法 の 創 造 性 の 判 断

に お い て 、 ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 に よ る 手 法 へ

の 貢 献 が 考 慮 さ れ る べ き で あ る 。
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例 え ば 、 複 数 の セ ン サ ー に 基 づ く ヒ ュ ー マ ノ

イ ド ロ ボ ッ ト の 転 倒 状 態 検 出 方 法 と い う 出 願

で は 、 新 し い F u z z y - D E M A T E L 法 お よ び そ

れ の ロ ボ ッ ト の 安 定 状 態 判 断 へ の 適 用 が 開

示 さ れ 、 比 較 文 献 と 比 べ 、 ロ ボ ッ ト の 安 定 状

態 を 判 断 し 、 転 倒 し そ う な 方 向 を 正 確 に 予 測

す る と い う 技 術 的 課 題 を 解 決 し た た め こ のす る と い う 技 術 的 課 題 を 解 決 し た た め 、 こ の

ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と 技 術 的 特 徴 と は 機 能

的 に 相 互 支 持 し 、 か つ 相 互 作 用 関 係 を 有 す

る と 考 え ら れ る 。

明 細 書 に 記 載 さ れ た A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は

モ デ ル が 先 行 技 術 で あ り 、 手 法 に お け る 改 善

が 既 存 の シ ー ン か ら 出 願 の シ ー ン に 適 用 す

る も の で あ る 場 合 、 創 造 性 に 関 す る 検 討 で は 、

そ の ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル が 適 用 さ れ る

シ ー ン の 近 接 性 、 対 応 す る 技 術 的 啓 示 の 有

無 、 異 な る シ ー ン に 適 用 す る 際 の 難 易 度 、 技

術 的 困 難 を 克 服 す る 必 要 性 、 予 期 し な い 技

術 的 効 果 が 得 ら れ る か ど う か な ど の 側 面 を 総

合 的 に 考 慮 す べ き あ る ゴ リ ズ ム ま た合 的 に 考 慮 す べ き で あ る 。 ア ル ゴ リ ズ ム ま た

は モ デ ル を 異 な る シ ー ン に 適 用 す る に 際 し て 、

技 術 的 困 難 を 克 服 で き ず 、 ア ル ゴ リ ズ ム ま た

は モ デ ル の 学 習 方 法 、 パ ラ メ ー タ 、 構 成 な ど

の 要 素 の 調 整 が 達 成 さ れ ず 、 予 期 し な い 技

術 的 効 果 が 得 ら れ な い 場 合 、 手 法 の 創 造 性

は 認 め ら れ な い 。は 認 め ら れ な い 。

例 え ば 、 船 舶 数 の 統 計 方 法 と い う 出 願 で は 、

当 該 発 明 に お け る 画 像 中 の 船 舶 の 認 識 と 学

習 を 先 行 技 術 に お け る 画 像 中 の フ ル ー ツ の

認 識 と 学 習 と 比 べ た 場 合 、 デ ィ ー プ ラ ー ニ ン

グ 、 モ デ ル 学 習 、 画 像 認 識 に お け る 処 理 方 法

の 変 更 が な く 、 得 ら れ る 技 術 的 効 果 は 、 本 発

明 と 先 行 技 術 の 入 れ ず も よ り 正 確 な 統 計 結

果 に つ な が る と い う こ と で あ り 、 学 習 デ ー タ の

違 い が 、 デ ー タ の 意 味 の 違 い を 表 し て い る に

過 ぎ ず 、 こ の デ ー タ の 意 味 の 違 い は 、 ア ル ゴ

1
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リ ズ ム の 改 善 や 実 装 上 の 制 約 、 影 響 や 制 限

を 課 す も の で は な く 、 適 用 シ ー ン の 違 い も 、 ア

ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル の 設 計 に 異 な る 制

約 、 影 響 や 制 限 を 課 す も の で も な い 。 し た

が っ て 、 先 行 技 術 の フ ル ー ツ の 統 計 方 法 を 当

該 手 法 の 船 舶 統 計 に 適 用 し て も 、 そ の 効 果

は 先 行 技 術 に 基 づ い て 予 想 可 能 で あ り 予は 先 行 技 術 に 基 づ い て 予 想 可 能 で あ り 、 予

期 し な い 技 術 的 効 果 は 得 ら れ ず 、 そ の 創 造

性 は 認 め ら れ な い 。

② A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル と 、 コ ン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 構 造 と の 間 に 、 特 定

の 技 術 的 関 連 性 を 有 す る

A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル が コ ン
、

A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル が 、 コ ン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 構 造 と 特 定 の 技 術 的

関 連 性 を 有 し 、 そ の 内 部 性 能 の 改 善 を 達 成

す る 場 合 、 創 造 性 を 判 断 す る 際 に 、 当 該 手 法

の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と 技 術 的 特 徴 を 全 体 と

し て 考 慮 す る こ と が で き る 。

特 定 の ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル の 動 作

、
を サ ポ ー ト ま た は 最 適 化 す る た め に ハ ー ド

ウ ェ ア シ ス テ ム の ア ー キ テ ク チ ャ を 調 整 す る

こ と 、 ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル の 実 行 を 通

じ て コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 内 の ハ ー ド ウ ェ ア リ

ソ ー ス の 配 分 を 最 適 化 す る こ と な ど 、 コ ン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 内 部 性 能 の 改 善 を 行 う 場

合 手 法 の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と 技 術 的 特 徴
、

合 、 手 法 の ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と 技 術 的 特 徴

は 全 体 と し て 考 慮 さ れ 、 先 行 技 術 に よ っ て 技

術 的 啓 示 が 与 え ら れ て い な い 場 合 、 手 法 の

創 造 性 は 認 め ら れ る 。

例 え ば 、 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク

の チ ュ ー ニ ン グ 方 法 と い う 出 願 で は 、 ニ ュ ー

ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク の 固 定 小 数 点 化 に よ る リ
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ラ ル ネ ッ ト ワ ク の 固 定 小 数 点 化 に よ る リ

ソ ー ス 使 用 量 の 削 減 は 、 低 ビ ッ ト 幅 の F P G A

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 上 で 、 低 ビ ッ ト 幅 固 定 小 数 点

量 子 化 を 持 つ ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル
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を 実 行 す る こ と を 可 能 に し 、 低 ビ ッ ト 幅 で 浮 動

小 数 点 型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に 匹 敵 す る

計 算 精 度 を 実 現 し て い る 。 当 該 手 法 は 、 高

ビ ッ ト 幅 固 定 小 数 点 量 子 化 を 使 用 し て 畳 み 込

み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 学 習 さ せ た 後 、

F P G A の 低 ビ ッ ト 幅 に よ っ て 畳 み 込 み ニ ュ ー

ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク の フ ァ イ ン チ ュ ー ニ ン グ を 行ラ ル ネ ッ ト ワ ク の フ ァ イ ン チ ュ ニ ン グ を 行

う と い う 点 で 、 最 も 近 い 先 行 技 術 と 異 な る 。 当

該 出 願 で は 、 こ の 特 徴 に 基 づ き 、 小 型 F P G A

組 込 み シ ス テ ム に お い て 、 デ ー タ 量 の 多 い 多

層 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 使 用 し

た 場 合 に 、 計 算 リ ソ ー ス の 制 約 に よ り 精 度 が

低 下 す る と い う 問 題 を 解 決 し 、 F P G A プ ラ ッ ト

フ ォ ー ム 上 で 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー

ク の 学 習 に 使 用 す る リ ソ ー ス を 削 減 し 、 小 型

F P G A 組 込 み シ ス テ ム に お い て 浮 動 小 数 点

型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク と 同 等 の 計 算 精 度

を 実 現 す る と い う 技 術 的 効 果 が 得 ら れ る 。 こ

の 場 合 、 ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 と F P G A の 低

ビ ッ ト 幅 な ど の 技 術 的 特 徴 を 全 体 と し て 考 慮ビ ッ ト 幅 な ど の 技 術 的 特 徴 を 全 体 と し て 考 慮

す る こ と が 可 能 で あ る 。

③ A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル が 技 術 的 特

徴 と 合 わ せ て 、 ユ ー ザ ー 体 験 の 向 上 に つ な

が る 技 術 的 手 段 を 構 成 す る

特 定 の 手 法 に 含 ま れ る A I の ア ル ゴ リ ズ ム 的

機 能 が 技 術 的 特 徴 と 合 わ せ て ユ ー ザ ー 体 験機 能 が 技 術 的 特 徴 と 合 わ せ て ユ ザ 体 験

を 向 上 さ せ る 場 合 、 創 造 性 を 判 断 す る 際 に ア

ル ゴ リ ズ ム 的 機 能 と 技 術 的 特 徴 と は 全 体 と し

て 考 慮 さ れ 、 先 行 技 術 に よ っ て 技 術 的 啓 示 が

与 え ら れ て い な い 場 合 、 当 該 手 法 の 創 造 性

は 認 め ら れ る 。

例 え ば 、 オ ン ラ イ ン カ ス タ マ ー サ ー ビ ス の 実

装 方 法 と い う 出 願 で は 、 長 短 期 記 憶 ニ ュ ー ラ

ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い て ユ ー ザ ー リ ク エ ス ト の

文 脈 を 分 析 し 、 遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム と 組 み 合

わ せ る こ と で 、 人 と A I チ ャ ッ ト ボ ッ ト に よ る カ 1

サービスソリューション

ス タ マ ー サ ー ビ ス の 動 的 割 り 当 て を 最 適 化 し

て い る 。 オ ペ レ ー タ ー の 過 負 荷 が 検 出 さ れ た

場 合 、 シ ス テ ム は 長 短 期 記 憶 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ

ト ワ ー ク を 用 い て 予 測 し 、 適 切 な リ ク エ ス ト を

自 動 的 に A I チ ャ ッ ト ボ ッ ト に 割 り 当 て 、 オ ペ

レ ー タ ー の 負 担 を 軽 減 し て い る 。 先 行 技 術 に

比 べ A I チ ャ ッ ト ボ ッ ト と オ ペ レ タ の 間 に比 べ 、 A I チ ャ ッ ト ボ ッ ト と オ ペ レ ー タ ー の 間 に

ユ ー ザ ー リ ク エ ス ト を よ り 合 理 的 に 割 り 当 て

る と い う 技 術 的 課 題 を 解 決 す る こ と で 、 ユ ー

ザ ー の 待 ち 時 間 を 減 ら し 、 ユ ー ザ ー 体 験 を 向

上 さ せ る こ と が で き る た め 、 こ の 手 法 の 創 造

性 は 認 め ら れ る 。

5 . A I 関 連 特 許 出 願 に お け る 倫 理 的 問 題5 . A I 関 連 特 許 出 願 に お け る 倫 理 的 問 題

一 般 に 、 A I 関 連 の 特 許 出 願 で は 、 中 国 特 許

法 第 5 条 の 規 定 を 遵 守 す る 必 要 が あ り 、 す な

わ ち 、 法 律 や 社 会 道 徳 に 違 反 し 、 ま た は 公 共

の 利 益 を 害 す る 発 明 に 対 し て は 、 特 許 権 は 付

与 さ れ な い 。

A I 技 術 は 特 殊 な 性 質 を 持 っ て い る た め 、 ア

ル ゴ リ ズ ム の 倫 理 、 デ ー タ セ キ ュ リ テ ィ 、 デ ー

タ コ ン プ ラ イ ア ン ス な ど の 倫 理 問 題 に 特 に 注

意 を 払 う 必 要 が あ る 。

ガ イ ド ラ イ ン に よ れ ば 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム ま た

は モ デ ル が 異 な る 分 野 に 適 用 さ れ る 場 合 、 そ

の ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル を 含 む 手 法 が

特 定 の 分 野 に 適 用 さ れ る 際 に 、 関 連 す る 法

律 や 社 会 道 徳 に 違 反 し 、 ま た は 公 共 の 利 益

を 害 す る な ど の 問 題 が あ る か ど う か に 注 意 を

払 う 必 要 が あ る 。 デ ー タ の 取 得 と 活 用 に A I が

関 与 す る 場 合 、 当 該 デ ー タ の 出 所 、 適 用 シ ー

ン 、 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 、 利 用 な ど が 関 係 法 令

に 従 っ て い る か ど う か に 注 意 を 払 う 必 要 が あ
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に 従 っ て い る か ど う か に 注 意 を 払 う 必 要 が あ

る 。 ま た 、 デ ー タ の 内 容 自 体 だ け で な く 、 デ ー

タ の 取 得 、 保 存 、 処 理 な ど の 具 体 的 な 手 段 に

つ い て も 、 関 連 す る 法 令 を 遵 守 す る 必 要 が あ
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り 、 社 会 道 徳 に 違 反 し た り 、 公 共 の 利 益 を 害

し た り し て は な ら な い 。

筆 者 の 理 解 に よ れ ば 、 特 に A I に 関 わ る 発

明 に は 、 以 下 の よ う な 法 的 ・ 倫 理 的 問 題 が 伴

う 可 能 性 が あ る 。 ① デ ー タ の プ ラ イ バ シ ー と

保 護 ： A I の 学 習 と 運 用 に は 大 量 の デ ー タ が

必 要 で あ り そ の 中 に は 個 人 の プ ラ イ バ シ必 要 で あ り 、 そ の 中 に は 個 人 の プ ラ イ バ シ ー

情 報 が 含 ま れ て い る 可 能 性 が あ る 。 デ ー タ の

収 集 、 保 存 、 使 用 、 共 有 の 過 程 に お い て 、

デ ー タ 主 体 の プ ラ イ バ シ ー が 侵 害 さ れ な い よ

う 、 デ ー タ 保 護 に 関 す る 法 令 を 遵 守 し な け れ

ば な ら な い 。 A I 技 術 は 集 団 監 視 に 使 用 さ れ 、

個 人 の プ ラ イ バ シ ー を 侵 害 す る 可 能 性 が あ る 。

例 え ば 、 E U の 「 一 般 デ ー タ 保 護 規 則 」

（ G D P R ） は 、 デ ー タ 処 理 に 厳 し い 要 件 を 課 し

て お り 、 違 反 者 に は 多 額 の 罰 金 が 科 さ れ る 。

中 国 の 「 生 成 型 人 工 知 能 サ ー ビ ス 管 理 暫 定

弁 法 」 も 、 事 業 者 が 個 人 情 報 に 関 わ る 事 前 学

習 や 最 適 化 学 習 な ど の 学 習 デ ー タ 処 理 を 行

う 場 合 個 人 の 同 意 を 得 る か 法 令 や 行 政 法う 場 合 、 個 人 の 同 意 を 得 る か 、 法 令 や 行 政 法

の 規 定 を 遵 守 す る 必 要 が あ る こ と 、 事 業 者 が

法 律 に 従 い 、 利 用 者 の 入 力 情 報 お よ び 利 用

記 録 を 保 護 す る 義 務 を 履 行 し 、 必 要 以 外 の

個 人 情 報 を 収 集 し た り 、 利 用 者 を 特 定 で き る

入 力 情 報 お よ び 利 用 記 録 を 不 正 に 保 持 し た

り 、 利 用 者 の 入 力 情 報 お よ び 利 用 記 録 を 不り 、 利 用 者 の 入 力 情 報 お よ び 利 用 記 録 を 不

正 に 他 者 に 提 供 し た り し て は な ら な い こ と を

規 定 し て い る 。 ② デ ー タ の 合 法 的 な 出 所 ： A I

モ デ ル の 学 習 に 使 用 す る デ ー タ を 合 法 的 に

取 得 し な け れ ば な ら ず 、 他 人 の 知 的 財 産 権

や そ の 他 の 合 法 的 な 権 利 お よ び 利 益 を 侵 害

し て は な ら な い 。 前 述 の 「 生 成 型 人 工 知 能

サ ー ビ ス 管 理 暫 定 弁 法 」 で は 、 生 成 型 A I サ ー

ビ ス の 事 業 者 は 、 他 人 の 知 的 財 産 権 を 侵 害

し な い よ う に 、 事 前 学 習 デ ー タ を 合 法 的 に 取

得 し な け れ ば な ら な い と 規 定 し て い る 。 ③ ア
1
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ル ゴ リ ズ ム バ イ ア ス と 差 別 ： ア ル ゴ リ ズ ム の

バ イ ア ス は 通 常 、 学 習 デ ー タ の バ イ ア ス に 起

因 す る 。 学 習 デ ー タ に 人 種 、 性 別 、 年 齢 な ど

の 差 別 が あ る 場 合 、 A I モ デ ル は こ れ ら の バ イ

ア ス や 差 別 を 学 習 し て 増 幅 し 、 不 公 平 な 結 果

に つ な が る 可 能 性 が 高 い 。 例 え ば 、 雇 用 や 与

信 審 査 な ど の 分 野 で 適 用 さ れ る 場 合 特 定

。

信 審 査 な ど の 分 野 で 適 用 さ れ る 場 合 、 特 定

の 集 団 に 悪 影 響 を 及 ぼ し 、 法 的 紛 争 や 社 会

的 論 争 に つ な が る 可 能 性 が あ る 。 し た が っ て 、

A I に 関 わ る 発 明 の 考 案 や 明 細 書 作 成 の 際 に

は 、 上 記 の 倫 理 的 ・ 法 的 問 題 に 注 意 を 払 う こ

と が 重 要 で あ る 。

6 . 審 査 官 の 指 摘 事 項 へ の 対 応 の 留 意 点6 . 審 査 官 の 指 摘 事 項 の 対 応 の 留 意 点

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 上 記 の よ う な 懸 念 事 項

に 関 す る 説 明 に 加 え て 、 審 査 段 階 に お け る 審

査 官 の 指 摘 事 項 、 例 え ば 、 発 明 が 知 的 活 動

の 規 則 お よ び 方 法 に 属 す る と 認 定 さ れ る 、 発

明 が 技 術 的 解 決 手 段 で は な い と 認 定 さ れ る 、

技 術 的 解 決 手 段 に 対 す る ア ル ゴ リ ズ ム 的 特

徴 の 貢 献 を 考 慮 す る か ど う か 、 な ど へ の 対 応

策 に つ い て も ガ イ ダ ン ス が 示 さ れ て い る 。 一

般 に 、 ガ イ ド ラ イ ン で 上 記 の よ う な 懸 念 事 項

が 詳 し く 説 明 さ れ る 際 、 そ の 対 応 策 は す で に

示 さ れ て い る た め 、 こ こ で は 言 及 し な い こ と に

す る 。

要 約要 約

上 記 の 紹 介 か ら 分 か る よ う に 、 ガ イ ド ラ イ ン

は 、 新 た に 改 正 さ れ た 審 査 基 準 に 基 づ き 、 中

国 の 現 行 特 許 法 制 度 の 枠 組 み の 下 で 、 A I 分

野 の 特 許 審 査 方 針 を さ ら に 詳 し く 説 明 し 、 発

明 者 の 特 定 、 保 護 対 象 の 基 準 、 明 細 書 の 完

全 開 示 創 造 性 の 判 断 を 含 む 重 要 事 項 に つ
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全 開 示 、 創 造 性 の 判 断 を 含 む 重 要 事 項 に つ

い て 詳 細 な 説 明 と 規 定 を 提 供 し た 。 よ っ て 、

出 願 人 は 、 特 許 審 査 の 具 体 的 な 要 件 を よ り

明 確 に 理 解 し 、 不 正 確 な 理 解 に 起 因 す る 出
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願 ミ ス を 回 避 し 、 特 許 出 願 の 成 功 率 を 向 上 さ

せ る こ と が で き る 。 さ ら に 、 審 査 規 定 と 明 細 書

の 作 成 方 法 を 改 善 す る こ と に よ り 、 出 願 人 は 、

特 許 出 願 書 類 を 作 成 す る 際 に 、 技 術 的 解 決

手 段 の 完 全 性 と 操 作 可 能 性 を よ り 重 視 し 、 出

願 書 類 で 発 明 の 内 容 を 十 分 に 開 示 し 、 特 許

法 に 規 定 さ れ た 用 件 を 満 た す よ う に 導 か れ法 に 規 定 さ れ た 用 件 を 満 た す よ う に 導 か れ 、

A I 関 連 特 許 出 願 の 全 体 的 な 品 質 を 向 上 し 、

出 願 書 類 の 欠 陥 に よ る 拒 絶 や 、 特 許 権 付 与

後 の 特 許 の 安 定 性 の 欠 如 な ど の 問 題 を 減 ら

す こ と が で き る 。 ガ イ ド ラ イ ン は ま た 、 A I 分 野

の イ ノ ベ ー シ ョ ン 主 体 に 対 し て 明 確 な 指 針 を

示 し 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン を 活 性 化 し 、 よ り 多 く の

企 業 と 科 学 研 究 機 関 が A I 技 術 の 研 究 開 発 へ

の 投 資 を 拡 大 す る よ う 奨 励 し 、 A I 技 術 の 急 速

な 発 展 と 幅 広 い 応 用 を 促 進 し 、 そ れ に よ っ て

関 連 産 業 の 高 度 化 と 新 た な 生 産 力 の 発 展 を

促 進 し 、 世 界 の A I 分 野 に お け る 中 国 の 競 争

力 を 高 め る こ と で あ ろ う 。

し か し ガ イ ド ラ イ は い く か の 懸 念 事し か し 、 ガ イ ド ラ イ ン は 、 い く つ か の 懸 念 事

項 を 説 明 し て い る が 、 そ の 中 の 特 定 の 見 解 は 、

依 然 と し て 議 論 の 余 地 が あ る 。 例 え ば 、 A I ア

ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル 自 体 に 関 す る 特 許

出 願 の 保 護 対 象 に つ い て 、 ガ イ ド ラ イ ン は 、

抽 象 的 な 数 学 理 論 ま た は 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ

ム の み を 含 み 、 技 術 的 特 徴 を 含 ま な い A I アム の み を 含 み 、 技 術 的 特 徴 を 含 ま な い A I ア

ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル に 関 す る 特 許 出 願

は 、 知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 に 属 し 、 特 許

権 が 付 与 さ れ な い と 主 張 し て い る 。 こ の 見 解

は 、 い く つ か の 国 に お け る 現 在 の 審 査 基 準 と

完 全 に 一 致 す る も の で は な く 、 例 え ば 、 ア メ リ

カ で 認 め ら れ 、 中 国 で 拒 絶 さ れ た

「 T r a n s f o r m e r 案 」 （ 中 国 発 明 特 許 出 願 番

号 ： C N 2 0 1 8 8 0 0 0 7 3 0 9 X 、 公 開 番 号 ：

C N 1 1 0 1 9 2 2 0 6 A ） で 言 及 さ れ て い る 技 術 は

1

サービスソリューション

、

G o o g l e の V a s w a n i 氏 ら に よ る 2 0 1 7 年 の 論

文 「 A t t e n t i o n i s A l l y o u n e e d 」 で 議 論 さ

れ て い る 自 己 注 意 メ カ ニ ズ ム に 基 づ く デ ィ ー

プ ラ ー ニ ン グ モ デ ル で あ る 。 こ の モ デ ル は 、

強 力 な シ ー ケ ン ス 処 理 能 力 、 効 率 的 な 並 列 コ

ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 能 力 、 優 れ た 性 能 を 備 え 、

自 然 言 語 処 理 の 分 野 で 目 覚 ま し い 成 果 を 上自 然 言 語 処 理 の 分 野 で 目 覚 ま し い 成 果 を 上

げ 、 大 規 模 な 事 前 学 習 済 み 言 語 モ デ ル の 開

発 を 推 進 し 、 O p e n A I の G P T 、 M e t a の L l a m a

を は じ め と す る 大 規 模 言 語 モ デ ル を 生 み 出 し

て き た 。 G o o g l e は 、 T r a n s f o r m e r 技 術 に つ

い て 世 界 中 で 特 許 を 取 得 し て お り 、 そ の 拡 張

パ テ ン ト フ ァ ミ リ ー に つ い て 全 世 界 で 7 4 件 の

特 許 が 開 示 さ れ て お り 、 そ の 多 く が 複 数 の 国

で 認 め ら れ て い る 。 し か し 、 中 国 に お け る 上

記 パ テ ン ト フ ァ ミ リ ー の 出 願 は 、 特 許 法 第 2 条

第 2 項 不 適 合 を 理 由 に 拒 絶 さ れ た （ 現 在 再 審

査 中 ） 。 こ の 事 件 は 、 大 規 模 言 語 モ デ ル の 特

許 審 査 に お け る 中 国 の 独 特 な 立 場 を 浮 き 彫

り る 高 度 進 化 た 技 術 集 約 型

、

り に し て い る 。 高 度 に 進 化 し た 技 術 集 約 型 の

A I イ ノ ベ ー シ ョ ン に 直 面 し て 、 技 術 発 展 に 合

わ せ て 特 許 審 査 制 度 を さ ら に 調 整 す る こ と に

よ り 、 A I 時 代 の 技 術 イ ノ ベ ー シ ョ ン の ニ ー ズ

を 満 た し 、 広 範 囲 に 影 響 を 及 ぼ す 基 礎 技 術

の 広 範 な 普 及 と 継 続 的 な 進 歩 を 妨 げ る こ と な

く 、 適 切 な 特 許 権 を 付 与 し て そ れ を 保 護 し 、く 、 適 切 な 特 許 権 を 付 与 し て そ れ を 保 護 し 、

特 許 運 用 市 場 を さ ら に 活 性 化 さ せ る か 否 か

は 、 間 違 い な く 、 深 く 検 討 し 、 慎 重 な 意 思 決 定

を 行 う べ き 議 題 で あ る 。 ガ イ ド ラ イ ン は 、 A I 関

連 発 明 の 明 細 書 を 作 成 す る 際 の 完 全 開 示 に

つ い て 、 い く つ か の 説 明 と 指 針 を 与 え て い る

が 、 こ れ に 関 連 す る も う 1 つ の 重 要 な 問 題 、 す
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な わ ち 、 A I 関 連 発 明 の 請 求 項 が 明 細 書 に

よ っ て ど の よ う に 裏 付 け ら れ る か に つ い て は

触 れ て い な い 。 請 求 項 が 裏 付 け ら れ る か ど う

か が 重 要 な 理 由 は 、 A I ア ル ゴ リ ズ ム 、 特 に
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デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ ア ル ゴ リ ズ ム は 、 そ の 内

部 構 造 や 動 作 メ カ ニ ズ ム が 非 常 に 複 雑 で あ り 、

「 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 」 的 な 特 徴 を 有 し て い る か

ら で あ る 。 デ ー タ 入 力 か ら 出 力 ま で の 過 程 に

お い て 、 そ の 内 部 推 論 や 意 思 決 定 プ ロ セ ス を

完 全 に 説 明 ・ 予 測 す る こ と は 困 難 で あ り 、 同

じ モ デ ル や 設 定 パ ラ メ ー タ を 用 い た と し て もじ モ デ ル や 設 定 パ ラ メ タ を 用 い た と し て も 、

出 力 結 果 を 再 現 す る こ と は 困 難 で あ る 。 こ の

よ う な 複 雑 性 と 不 確 実 性 の た め 、 発 明 者 が 複

数 の 実 施 例 を 挙 げ 、 十 分 な 実 験 結 果 デ ー タ

や 比 較 デ ー タ を 示 す こ と は 困 難 で あ り 、 ま た 、

作 成 者 が 複 数 の 実 施 例 を 正 確 に 記 述 し 、 各

実 施 例 が ア ル ゴ リ ズ ム の 実 際 の 動 作 と 期 待

さ れ る 効 果 を 正 確 に 反 映 す る こ と も 困 難 で あ

る 。 こ の よ う な 場 合 、 作 成 者 は 、 明 細 書 で 発

明 の 内 容 を 十 分 に 開 示 し て 、 そ の 技 術 分 野

の 技 術 者 が 発 明 を 実 現 で き る よ う に 、 発 明 の

中 核 的 な 貢 献 と 技 術 的 効 果 を 十 分 に 反 映 で

き る 1 つ ま た は 少 数 の 実 施 例 を 詳 細 に 説 明 す

る こ と に 重 点 を 置 く こ と が 多 い ま た 出 願 人る こ と に 重 点 を 置 く こ と が 多 い 。 ま た 、 出 願 人

は 、 可 能 な 限 り 広 い 保 護 範 囲 を 得 た い と 考 え

る が 、 同 時 に 請 求 項 が 明 細 書 に よ っ て 確 実 に

裏 付 け ら れ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。 A I

関 連 発 明 に つ い て は 、 そ の 技 術 的 複 雑 性 お

よ び 革 新 性 に よ り 、 保 護 範 囲 を 合 理 的 に 決 定

す る こ と が 困 難 で あ り 、 特 許 の 保 護 範 囲 と 明

細 書 の 完 全 開 示 と の 間 の バ ラ ン ス を い か に う

ま く と る か に つ い て 、 国 家 知 識 産 権 局 が 今 後

の 実 務 に お い て 更 な る 指 針 と 説 明 を 提 示 し て

く れ る こ と を 切 に 願 う 。

最 後 に 、 ガ イ ド ラ イ ン は 、 主 に 文 章 に よ る 説

明 と い う 形 で 審 査 基 準 を 解 説 し て お り 、 あ る

程 度 の 原 則 的 な 指 針 を 提 供 し て い る も の の 、

実 務 に お い て は 、 出 願 人 が 具 体 的 な 事 例 を

を 通 じ て 審 査 基 準 の 理 解 を 深 め る 必 要 が あ

る か も し れ な い 。
1
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、

も し 、 完 全 開 示 の 要 件 を ど の よ う に 満 た す か 、

A I 関 連 発 明 の 創 造 性 を ど の よ う に 評 価 す る

か に つ い て 、 代 表 的 な 事 例 が 追 加 さ れ 、 審 査

過 程 に お け る 異 な る 種 類 の 出 願 の 具 体 的 な

取 り 扱 い や 判 断 基 準 が 示 さ れ れ ば 、 出 願 人

に と っ て よ り 勉 強 に な り 、 出 願 書 類 の 作 成 レ

ベ ル の 向 上 に 資 す る こ と が で き る で あ ろ う

、

ベ ル の 向 上 に 資 す る こ と が で き る で あ ろ う 。

著 者 プ ロ フ ィ ー ル ：

王 勇 先 生 は 、 1 9 9 1 年 に 上 海 華 東 師 範 大 学 コ ン

ピ ュ ー タ 科 学 専 攻 を 卒 業 し た 。 1 9 9 4 年 に 中 国 科 学 院

計 算 技 術 究 修 を 年 中 大計 算 技 術 研 究 所 で 、 修 士 号 を 、 2 0 0 5 年 に 中 国 人 民 大

学 で 法 学 修 士 号 を 取 得 し た 。

1 9 9 1 年 か ら 2 0 0 6 年 1 2 月 ま で 、 中 国 特 許 代 理 ( 香

港 ) 有 限 会 社 で 電 気 部 の 経 理 を 担 当 し て い た 。 2 0 0 7

年 1 月 か ら 弊 所 に パ ー ト ナ ー と し て 加 入 し た 。

王 勇 先 生 の 業 務 範 囲 は 、 主 に コ ン ピ ュ ー タ ー 、 通 信

技 術 半 導 体 装 置 自 動 制 御 家 用 電 気 な の 分 野 に技 術 、 半 導 体 装 置 、 自 動 制 御 、 家 用 電 気 な の 分 野 に

に 及 ん で お る 。 特 許 出 願 書 類 の 作 成 、 審 査 指 令 の 応

答 、 再 審 請 求 、 無 効 審 判 、 特 許 行 政 訴 訟 、 権 利 侵 害

訴 訟 、 集 積 回 路 の レ イ ア ウ ト 保 護 、 コ ン ピ ュ ー タ ー ウ ェ

ア ー 保 護 な ど の 方 面 に 豊 富 な 経 験 が あ る 。
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中 国 特 許 出 願 に お け る 援 用
補 充 （ 援 引 加 入 ） の 手 続 き に
ついて

2 0 2 4 年 1 月 2 0 日 か ら 施 行 さ れ た 「 特 許 法 実

施 細 則 」 お よ び 「 特 許 審 査 指 南 」 に お い て 、

「 援 用 補 充 （ 援 引 加 入 ） 制 度 が 新 設 さ れ た「 援 用 補 充 （ 援 引 加 入 ） 」 制 度 が 新 設 さ れ た 。

出 願 人 が 本 制 度 を 正 確 に 理 解 ・ 活 用 し 、 合 法

的 権 利 お よ び 利 益 を 守 る こ と を 目 的 と し て 、

国 家 知 識 産 権 局 専 利 局 （ 以 下 「 専 利 局 」 ） は

2 0 2 4 年 1 2 月 2 4 日 、 「 発 明 ま た は 実 用 新 案 特

許 出 願 に お け る 援 用 補 充 の 適 用 に 関 す る ガ

イ ド ラ イ ン 」 を 発 表 し 、 援 用 補 充 制 度 の 背 景 、イ ド ラ イ ン 」 を 発 表 し 、 援 用 補 充 制 度 の 背 景 、

手 続 き 、 事 例 を 詳 細 に 解 説 し て い る 。

援 用 補 充 と は 、 発 明 ま た は 実 用 新 案 出 願

（ 意 匠 を 除 く ） に お い て 、 特 許 請 求 の 範 囲 ま た

は 明 細 書 の 全 部 ま た は 一 部 を 欠 落 ま た は

誤 っ て 提 出 し た が 、 出 願 日 に 優 先 権 を 主 張 し

た 場 合 、 出 願 人 は 出 願 日 か ら 2 か 月 以 内 、 ま

た は 専 利 局 か ら の 通 知 受 領 日 か ら 2 か 月 以

内 に 、 先 の 出 願 書 類 を 援 用 す る 形 で 出 願 書

類 を 補 充 提 出 で き る 制 度 を 指 し 、 補 充 提 出 さ

れ た 書 類 が 関 連 規 定 に 適 合 す る 場 合 、 最 初

の 出 願 提 出 日 を 出 願 日 と す る 。

一 . 通 常 の 国 家 出 願 に お け る 援 用 補 充 制 度 の

適 用 要 件適 用 要 件

1 . 初 回 出 願 時 に 優 先 権 を 主 張 し 、 援 用 補 充

声 明 を 提 出

出 願 人 が 専 利 局 が 定 め た 援 用 補 充 声 明 付

き 出 願 書 類 の 標 準 様 式 を 使 用 し た 場 合 、 援

用 補 充 声 明 を 提 出 し た も の と み な さ れ る 。

2 所 定 期 間 内 に 関 連 書 類 を 提 出2 . 所 定 期 間 内 に 関 連 書 類 を 提 出

① 優 先 権 証 明 書 の 写 し な ど 、 優 先 権 関 連 書

類 を 提 出 す る こ と 。 優 先 権 証 明 書 の 写 し が 外

国 語 で あ る 場 合 、 そ の 中 国 語 訳 文 を 提 出 す

2

実務動向
る 必 要 が あ り 、 基 礎 出 願 の 出 願 人 が 本 出 願

の 出 願 人 と 異 な る 場 合 、 優 先 権 譲 渡 証 明 書

を 提 出 す る 必 要 が あ る 。

② 「 援 用 補 充 確 認 声 明 」 を 提 出 す る こ と 。 当

該 声 明 に て 、 補 充 提 出 さ れ た 出 願 書 類 の 内

容 が 、 優 先 権 証 明 書 の 写 し （ 外 国 語 の 場 合 は

そ の 中 国 語 訳 文 ） の ど の 部 分 の 内 容 に 該 当そ の 中 国 語 訳 文 ） の ど の 部 分 の 内 容 に 該 当

す る か を 明 記 す る 必 要 が あ る 。

予 備 審 査 段 階 に お い て 、 補 充 提 出 さ れ た 出

願 書 類 の 内 容 が 優 先 権 証 明 書 の 写 し お よ び

そ の 中 国 語 訳 文 に 十 分 に 記 載 さ れ て い な い

こ と が 判 明 し た 場 合 、 専 利 局 は 「 手 続 補 正 通

知 書 」 を 発 行 し 、 期 限 ま で に 応 答 し な か っ た知 書 」 を 発 行 し 、 期 限 ま で に 応 答 し な か っ た

場 合 、 専 利 局 は 「 特 許 出 願 受 理 取 消 通 知 書 」

を 発 行 す る 。 「 手 続 補 正 通 知 書 」 へ の 応 答 時

も 補 充 提 出 さ れ た 出 願 書 類 の 内 容 が 優 先 権

証 明 書 の 写 し お よ び そ の 中 国 語 訳 文 に 十 分

に 記 載 さ れ て い な い 場 合 、 専 利 局 は 「 出 願 日

再 確 定 通 知 書 」 を 発 行 し 、 補 充 提 出 さ れ た 特

許 請 求 の 範 囲 ま た は 明 細 書 の 日 付 を 出 願 日

と す る 。 再 確 定 さ れ た 出 願 日 が 優 先 権 日 か ら

起 算 し て 1 2 か 月 を 超 え る 場 合 、 専 利 局 は 「 み

な し 優 先 権 未 主 張 通 知 書 」 を 併 せ て 発 行 す る 。

実 体 審 査 段 階 に お い て 、 補 充 提 出 さ れ た 出

願 書 類 の 内 容 が 優 先 権 証 明 書 の 写 し お よ び

そ の 中 国 語 訳 文 に 十 分 に 記 載 さ れ て い な いそ の 中 国 語 訳 文 に 十 分 に 記 載 さ れ て い な い

こ と が 判 明 し た 場 合 、 専 利 局 は 「 審 査 意 見 通

知 書 」 を 発 行 し 、 出 願 人 に 少 な く と も 1 回 の 意

見 陳 述 の 機 会 を 付 与 し 、 意 見 陳 述 後 も 要 件 を

満 た さ な い 場 合 、 出 願 日 を 再 確 定 す る 。 再 確

定 さ れ た 出 願 日 が 優 先 日 か ら 起 算 し て 1 2 か

月 を 超 え る 場 合 、 優 先 権 は 主 張 さ れ て い な い
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も の と み な さ れ る 。

③ 正 し い 出 願 書 類 を 補 充 提 出 す る こ と 。 注 意

す べ き は 、 出 願 書 類 を 補 充 提 出 す る 際 、 要 約
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書 、 要 約 書 に 添 付 さ れ た 図 面 、 願 書 に 記 載 さ

れ た 発 明 の 名 称 が 、 出 願 書 類 の 特 許 請 求 の

範 囲 ま た は 明 細 書 と 一 致 し な い 場 合 は 、 対 応

す る 箇 所 も 修 正 す べ き で あ る 。

3 . 必 要 に 応 じ て 出 願 追 加 料 金 を 支 払 う

出 願 人 が 出 願 書 類 を 補 充 提 出 す る 際 、 補

充 提 出 さ れ た 出 願 書 類 に 応 じ て 明 細 書 ま た充 提 出 さ れ た 出 願 書 類 に 応 じ て 、 明 細 書 ま た

は 特 許 請 求 の 範 囲 に 対 す る 追 加 料 金 の 支 払

い が 必 要 か 否 か が 計 算 さ れ る 。 追 加 料 金 の

支 払 い が 必 要 な 場 合 、 出 願 人 は 出 願 日 か ら 1

か 月 以 内 、 ま た は 「 追 加 料 金 支 払 通 知 書 」 を

受 領 し た 日 か ら 1 か 月 以 内 に 追 加 料 金 を 支 払

わ な け れ ば な ら ず 、 期 限 ま で に 支 払 わ な か っわ な け れ ば な ら ず 、 期 限 ま で に 支 払 わ な か っ

た 場 合 、 ま た は 全 額 支 払 わ な か っ た 場 合 、 専

利 局 は 「 み な し 取 下 げ 通 知 書 」 を 発 行 す る 。

二 . 中 国 国 内 段 階 へ 移 行 す る P C T 出 願 に お

け る 援 用 補 充 制 度 の 適 用 要 件

国 際 段 階 に お い て 援 用 補 充 の 手 続 き を 完

了 し た 場 合 に 限 り 、 中 国 国 内 段 階 に お け る 元

の 出 願 書 類 と し て 、 援 用 補 充 の 内 容 を 使 用 す

る こ と が で き る 。 国 際 段 階 に お い て 援 用 補 充

の 手 続 き が 行 わ れ た P C T 国 際 出 願 に つ い て 、

出 願 人 は 、 中 国 国 内 段 階 へ 移 行 す る 際 に 、

援 用 補 充 に 関 連 す る 優 先 権 証 明 書 の 写 し の

中 国 語 訳 文 を 提 出 し 、 か つ 、 移 行 声 明 に お い

て 元 の 出 願 書 類 の 中 国 語 訳 文 お よ び 優 先て 、 元 の 出 願 書 類 の 中 国 語 訳 文 お よ び 優 先

権 証 明 書 の 写 し の 中 国 語 訳 文 に お け る 援 用

補 充 の 内 容 の 位 置 を 正 確 に 明 記 し な け れ ば

な ら な い 。

国 際 段 階 に お い て 援 用 補 充 の 審 査 に 明 ら

か な 誤 り が あ る 場 合 、 ま た は 援 用 補 充 に 係 る

優 先 権 に 欠 陥 が あ る 場 合 、 専 利 局 は 「 補 正 通優 先 権 に 欠 陥 が あ る 場 合 、 専 利 局 は 「 補 正 通

知 書 」 を 発 行 し 、 中 国 で の 出 願 日 を 修 正 し て

援 用 補 充 の 内 容 を 維 持 す る か 、 中 国 で の 出

願 日 を 修 正 せ ず 、 援 用 補 充 の 内 容 を 削 除 す
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実務動向
る よ う 出 願 人 に 通 知 す る 。 出 願 人 が 中 国 で の

出 願 日 の 修 正 を 請 求 し た 場 合 、 専 利 局 は 、 国

際 事 務 局 か ら 伝 送 さ れ た 「 援 用 項 目 ま た は 部

分 の 確 認 に つ い て の 決 定 通 知 書 」 （ 様 式

P C T / R O / 1 1 4 ） を 根 拠 に 、 当 該 国 際 出 願 の

中 国 で の 出 願 日 を 再 確 定 す る 。 出 願 日 の 再

確 定 に よ り 出 願 日 が 優 先 権 日 か ら 起 算 し て確 定 に よ り 、 出 願 日 が 優 先 権 日 か ら 起 算 し て

1 2 か 月 を 超 え る が 、 1 4 か 月 を 超 え な い 場 合 、

出 願 人 は 優 先 権 回 復 の 手 続 を す る こ と が で

き る 。 優 先 権 回 復 が 適 用 さ れ な い 場 合 、 当 該

優 先 権 が 主 張 さ れ て い な い も の と み な さ れ る 。

三 . 援 用 補 充 が 適 用 除 外 と な る 特 別 な 事 情

分 割 出 願 の 場 合 、 援 用 補 充 が 適 用 さ れ な い分 割 出 願 の 場 合 、 援 用 補 充 が 適 用 さ れ な い

こ と に 留 意 す べ き で あ る 。 援 用 補 充 に 係 る 優

先 権 は 、 回 復 、 追 加 ま た は 修 正 さ れ た 優 先 権

で あ っ て は な ら な い 。 援 用 補 充 関 連 の 手 続 き

期 限 を 過 ぎ た 場 合 、 権 利 回 復 の 手 続 き を 行 う

こ と は で き な い 。

出 典 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局
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国 際 商 標 協 会 （ INTA ） 2025
年年次総会 に参加

こ の 度 、 当 事 務 所 が 米 国 カ リ フ ォ ル ニ ア サ

ン デ ィ エ ゴ （ S a n d i e g o , C a l f o r n i a ,

U . S . ） で 開 催 さ れ る 国 際 商 標 協 会 （ I N T A ）

2 0 2 5 年 年 次 総 会 に 参 加 す る 運 び と な り ま し

た の で お 知 ら せ 致 し ま す 。 会 場 に て 皆 様 に

お 会 い で き る こ と お 楽 し み に し て お り ま す 。

当 所 が Linked In （ リ ン ク ト イ
ン）のアカウントを開設

当 所 が 2 0 2 5 年 3 月 、 リ ン ク ト イ ン の ア カ ウ ン

ト を 開 設 し た 。 こ こ で 皆 さ ん と 当 所 の 最 新 情

報 、 業 界 動 向 を 共 有 し た い と 思 い ま す 。 下 記
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の 通 り リ ン ク ト イ ン の ホ ー ム ペ ー ジ に 「 P

a n a w e l l & P a r t n e r s 」 を 検 索 し

フ ォ ロ ー お 願 い い た し ま す 。

王 珍 珍 氏 、 趙 岩 氏 、 郭 春 曦
氏 の パ ー ト ナ ー へ の 昇 進 お氏 の パ ト ナ へ の 昇 進 お
めでとうございます

同 社 の パ ー ト ナ ー 会 議 に て 検 討 し た 結 果 、

王 珍 珍 氏 、 趙 岩 氏 、 郭 春 曦 氏 の パ ー ト ナ ー

へ の 昇 進 を 決 定 し た 。

王 珍 珍 氏 は 2 0 1 9 年 に 外 交 学 院 英 文 学

科 を 卒 業 し 学 士 号 を 取 得 し た 同 年 当 社 に科 を 卒 業 し 学 士 号 を 取 得 し た 。 同 年 、 当 社 に

入 社 し た 。 特 許 出 願 の コ ン サ ル テ ィ ン グ 、 検

索 、 法 律 状 態 監 視 、 法 的 意 見 提 供 及 び 特 許

業 務 の 管 理 、 国 内 外 特 許 出 願 、 P C T 特 許 出

願 、 香 港 / マ カ オ 特 許 登 録 業 務 に 精 通 し て い

る 。

趙 岩 氏 は 2 0 0 4 年 に 河 北 師 範 大 学 化 学 学
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趙 岩 氏 年 師 範 学 学 学

院 で 工 学 学 士 号 を 、 2 0 0 7 年 に 厦 門 大 学 化

学 学 院 で 工 学 修 士 号 を そ れ ぞ れ 取 得 し た 。

2 0 0 9 年 に 当 社 に 入 社 し 、 長 年 に わ た り 、 化
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学 、 医 学 、 生 物 学 な ど の 分 野 の 特 許 出 願 書

類 の 作 成 、 拒 絶 理 由 通 知 へ の 応 答 、 再 審 、

無 効 審 判 及 び 訴 訟 等 に 従 事 し て い る 。

郭 春 曦 氏 は 2 0 1 0 年 に 北 京 航 空 航 天 大 学

自 動 化 専 攻 で 工 学 学 士 号 を 、 2 0 1 2 年 に 中

国 人 民 大 学 知 的 財 産 権 法 専 攻 で 法 学 学 士国 人 民 大 学 知 的 財 産 権 法 専 攻 で 法 学 学 士

号 を 、 2 0 1 4 年 に 米 ジ ョ ン ・ マ ー シ ャ ル ロ ー ス

ク ー ル （ T h e J o h n M a r s h a l l L a w

S c h o o l ） で 法 学 修 士 号 を そ れ ぞ れ 取 得 し た 。

2 0 1 4 年 に 当 社 に 入 社 し 、 知 的 財 産 権 に 関

わ る 法 律 コ ン サ ル テ ィ ン グ 、 税 関 で の 保 護 、

不 正 競 争 防 止 、 海 賊 版 及 び 模 倣 品 の 差 止 め 、

コ ン ピ ュ ー タ 及 び 作 品 の 著 作 権 登 録 、 ド メ イ

ン 名 登 録 及 び 紛 争 解 決 並 び に コ ン ピ ュ ー タ

分 野 の 特 許 出 願 及 び コ ン サ ル テ ィ ン グ 等 に

従 事 し て い る 。

こ こ で 上 記 3 人 に 心 か ら の お 祝 い を 申 し 上

げ る と と も に 、 彼 ら が 今 後 の 生 活 と 仕 事 に お

邁 進 大 き な 成 果 を 収 め 続 け る と をい て 邁 進 し 、 大 き な 成 果 を 収 め 続 け る こ と を

願 い ま す 。
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